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二

は
じ
め
に

　

一
八
九
一
年
（
明
治
二
十
四
）
十
月
二
十
八
日
、
岐
阜
県
本
巣
郡
根
尾
谷

を
震
源
と
し
て
、
推
定
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
〇
の
濃
尾
地
震
が
起
き
、
岐

阜
・
愛
知
両
県
を
中
心
と
し
て
、
広
い
地
域
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
。
二
〇
一
〇
年
は
濃
尾
地
震
か
ら
一
二
〇
年
目
の
節
目
の
年
に
当
た
っ
て

い
る
。
十
月
二
十
八
日
に
は
岐
阜
県
内
の
震
災
死
亡
者
を
祀
る
震
災
紀
念
堂

（
岐
阜
市
若
宮
町
）
で
、「
濃
尾
震
災
百
二
十
年
忌
法
要
」
が
営
ま
れ
た
。
こ

の
法
要
に
は
罹
災
者
の
子
孫
や
地
元
若
宮
町
二
丁
目
の
町
内
会
関
係
者
な

ど
、
一
〇
〇
名
を
こ
え
る
参
列
者
が
あ
っ
た
（〔
付
論
一
〕
を
参
照
）。

　

濃
尾
地
震
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
、
村
松
郁
栄
・
松
田
時
彦
・
岡
田

篤
正
『
濃
尾
地
震
と
根
尾
谷
断
層
』
な
ど
、
地
震
学
の
分
野
に
お
け
る
総
括

的
な
著
書
も
刊
行
さ
れ
た
。
根
尾
谷
は
地
震
学
上
き
わ
め
て
特
異
性
を
も
っ

た
場
所
で
あ
り
、「
地
震
・
地
震
断
層
・
活
断
層
な
ど
の
研
究
に
と
っ
て
聖

地
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
場
所
で
あ
る1

。

　

濃
尾
地
震
に
関
す
る
歴
史
学
的
研
究
の
分
野
で
は
、
岐
阜
・
愛
知
両
県
の

自
治
体
史
の
記
述
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
罹
災
者
救
済
と
災
害
復

旧
の
政
治
過
程
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
罹
災
者
救
済
に
つ
い

て
は
、
岡
山
孤
児
院
に
よ
る
孤
児
救
済
の
活
動
の
研
究2

、
愛
岐
震
災
自
助
会
・

好
善
社
・
震
災
実
業
救
済
会
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
団
体
に
よ
る
救
済
活
動
の
研

究3

、
政
治
史
に
お
い
て
は
、
災
害
を
政
治
史
研
究
に
組
み
こ
む
こ
と
を
め
ざ

し
て
、
震
災
復
旧
を
め
ぐ
る
政
府
や
岐
阜
県
議
会
の
動
向
に
焦
点
を
当
て
た

研
究
が
あ
る4

。

　

濃
尾
地
震
に
つ
い
て
の
最
新
の
調
査
研
究
は
、
中
央
防
災
会
議
が
編
集
し

た
『
一
八
九
一
濃
尾
震
災
報
告
書
』（
二
〇
〇
六
年5

）
で
あ
る
。
こ
の
報
告

書
で
は
、
濃
尾
地
震
の
地
震
学
上
の
特
徴
、
建
築
物
や
土
砂
災
害
の
概
況
、

岐
阜
・
愛
知
両
県
の
被
害
と
救
済
の
状
況
、
災
害
救
援
の
様
相
、
濃
尾
地
震

の
教
訓
と
い
っ
た
各
分
野
の
研
究
者
を
結
集
し
た
内
容
か
ら
な
り
、
は
じ
め

て
の
濃
尾
地
震
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
今
年

に
入
っ
て
、
濃
尾
地
震
の
共
同
研
究
の
成
果
も
刊
行
さ
れ
た6

。

　

こ
の
よ
う
に
濃
尾
地
震
の
研
究
は
こ
こ
十
数
年
で
か
な
り
の
進
展
を
見
せ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
震
が
生
み
出
し
た
甚
大
な
被
害
の
状
況
や
政
治
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二

的
・
社
会
的
対
応
に
関
し
て
、
地
域
社
会
に
よ
り
密
着
し
た
検
討
は
い
ち
じ

る
し
く
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
ろ
う
。

岐
阜
市
・
大
垣
町
・
笠
松
町
・
枇
杷
島
町
・
清
洲
町
な
ど
の
市
街
地
の
被
害

状
況
や
、
尾
張
紡
績
会
社
の
煉
瓦
建
築
が
崩
潰
し
た
愛
知
県
熱
田
町
や
名
古

屋
市
内
の
被
害
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

諸
書
に
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
岐
阜
・
愛
知
両
県
の
農
村
地
帯
の

地
震
後
の
様
相
や
救
済
・
復
旧
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
史
の
記
述
以

外
に
依
る
べ
き
研
究
が
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
調
査
す
べ
き
対
象
を
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
は
、
名
古
屋
市
の
北
西
部
に
位
置
す
る
西

春
日
井
・
中
島
・
丹
羽
・
葉
栗
・
海
西
・
海
東
の
六
郡
を
さ
す
。
海
西
郡
の

被
害
は
軽
微
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
他
の
五
郡
は
き
わ
め
て
甚
大
な
被

害
を
被
っ
た
。「
名
古
屋
近
接
地
に
て
最
も
其
惨
状
を
極
め
し
は
、
枇
杷
島
、

新
川
、
清
洲
及
び
清
水
な
る
べ
し7

」
と
、
愛
知
県
内
で
も
っ
と
も
被
害
の
大

き
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。
と
く
に
、
枇
杷
島
に
お
け
る
倒
壊
し
た
家
屋
の
遺

体
を
捜
索
す
る
様
子
や
庄
内
川
堤
防
の
崩
落
し
た
被
害
地
の
様
子
は
、
写
真

や
そ
の
模
写
図
に
描
か
れ
、
多
く
の
地
震
文
献
写
真
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
っ

た
。
飯
田
汲
事
に
よ
れ
ば
、
中
島
・
葉
栗
・
海
東
各
郡
の
ほ
と
ん
ど
の
町
村
、

西
春
日
井
郡
の
西
部
、
丹
羽
郡
の
南
部
で
震
度
七
と
推
定
さ
れ
て
い
る8

。

　

尾
張
北
部
・
西
部
地
域
は
、
岐
阜
県
と
の
境
を
流
れ
る
木
曽
川
と
岐
阜
県

東
濃
地
域
を
源
流
と
す
る
庄
内
川
、
新
川
、
五
条
川
、
佐
屋
川
、
日
光
川
と

い
っ
た
中
河
川
が
伊
勢
湾
に
注
ぎ
、
ま
た
中
河
川
に
領
内
川
・
玉
野
川
・
三

宅
川
と
い
っ
た
小
河
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る
平
野
地
帯
で
あ
る
。
中
島
郡
南

部
か
ら
海
西
・
海
東
両
郡
に
か
け
て
は
海
抜
〇
メ
ー
ト
ル
地
帯
で
あ
り
、
悪

水
排
水
の
問
題
を
抱
え
つ
づ
け
た
低
地
帯
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
部
地
域

は
木
曽
川
と
庄
内
川
に
挟
ま
れ
た
多
く
の
中
小
河
川
・
用
水
が
流
れ
る
低
地

帯
、
北
部
地
域
は
水
資
源
に
乏
し
い
台
地
で
あ
り
、
近
世
に
は
宮
田
用
水
・

木
津
用
水
が
開
削
さ
れ
、
近
代
に
は
新
木
津
用
水
な
ど
の
開
削
も
行
わ
れ
て

き
た
用
水
が
発
達
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
歴
史
地
理
学
の
溝
口
常
俊
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
は
水
田
・
畑
作
複
合
地
域
で
あ
る
が
、
特
に
水
田
に

取
り
囲
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
各
地
に
島
畑
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
土
地
利
用
が

広
範
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
溝
口
は

明
治
期
に
こ
の
地
域
で
荒
田
畑
の
積
極
的
な
開
発
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘

し
て
い
る9

。

　

こ
こ
で
は
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
地
震

が
も
た
ら
し
た
地
域
へ
の
影
響
や
そ
こ
で
生
じ
た
問
題
な
ど
、
い
く
つ
か
の

点
を
検
討
し
、
今
後
の
研
究
の
糸
口
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
付

論
と
し
て
、
地
震
後
、
岐
阜
市
に
建
立
さ
れ
た
供
養
施
設
、
震
災
紀
念
堂
で

お
こ
な
わ
れ
た
百
二
十
年
忌
法
要
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
ま
た
濃
尾
震
災
記

念
碑
に
つ
い
て
別
稿
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が11

、
そ
の
後
の
調
査
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
記
念
碑
と
そ
の
由
来
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
。

　

一　

尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
状
況

　

地
震
直
後
、
各
町
村
か
ら
は
郡
役
所
を
通
じ
て
、
県
庁
に
被
害
状
況
が
報
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三

告
さ
れ
た
。
そ
し
て
愛
知
・
岐
阜
の
県
庁
や
警
察
部
、
測
候
所
か
ら
政
府
宛

に
状
況
報
告
が
や
つ
ぎ
ば
や
に
提
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た

状
況
報
告
を
も
と
に
震
災
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
て
、
政
府
へ
提
出
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
愛
知
県
知
事
が
政
府
に
報
告
し
た
『
震
災
景
況
概
略11

』
が
そ
れ
に

あ
た
る
。
内
閣
で
は
こ
の
報
告
書
を
十
一
月
六
日
閣
僚
に
回
覧
し
、
十
二
日

に
な
っ
て
松
方
正
義
首
相
は
こ
れ
を
明
治
天
皇
の
閲
覧
に
供
し
た
。
こ
れ
は

愛
知
県
が
作
成
し
た
最
初
の
公
式
報
告
書
で
あ
り
、
十
一
月
三
日
ま
で
の
被

害
状
況
、
十
月
二
十
八
日
か
ら
六
日
間
の
名
古
屋
測
候
所
に
よ
る
地
震
観
測
、

県
庁
・
警
察
な
ど
行
政
機
関
の
対
応
、
被
害
者
救
済
の
状
況
が
そ
れ
に
は
記

述
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
報
告
書
の
う
ち
、
西
春
日
井
・
丹
羽
・
中
島
・
葉
栗
・
海
東
・
海
西

の
六
郡
の
被
害
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
六
郡
は
震
度
や
被
害
の
程
度
か

ら
三
つ
の
ラ
ン
ク
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

西
春
日
井
郡
震
況

　

本
郡
ノ
震
動
ハ
県
下
ニ
於
テ
最
激
烈
ヲ
極
メ
、
本
郡
西
部
枇
杷
島
・

下
小
田
井
辺
ハ
堤
塘
ノ
壊
烈
陥
没
殊
ニ
甚
シ
ク
、
竹
薮
凡
二
反
歩
程
他

ノ
地
盤
上
ヘ
飛
ヒ
移
ル
等
、
奇
異
ナ
ル
変
化
ヲ
顕
ス
モ
ノ
ア
リ
、
又
烈

震
中
俄
然
湧
水
セ
シ
個
所
尠
カ
ラ
ス
、
且
ツ
家
屋
倒
潰
夥
シ
ク
、
加
之

火
六
ヶ
所
ニ
發
シ
、
警
察
官
消
防
夫
ノ
力
ニ
依
リ
鎮
火
ス
ル
ノ
見
込
ナ

キ
ヲ
以
テ
、
県
庁
ヨ
リ
依
頼
セ
シ
第
三
師
団
兵
士
ノ
助
力
ヲ
得
、
辛
フ

シ
テ
之
ヲ
消
防
シ
タ
リ
、
死
傷
者
及
家
屋
倒
潰
等
ハ
、
別
表
ノ
如
ク
ニ

シ
テ
、
頗
ル
酸
鼻
ヲ
極
メ
タ
リ
、
該
郡
役
所
ハ
即
日
県
官
・
師
団
兵
ノ

助
力
ニ
依
リ
、
仮
小
屋
及
焚
出
所
ヲ
数
ヶ
所
ニ
設
ケ
、
罹
災
貧
者
ヲ
救

護
シ
、
又
医
員
ノ
派
出
ヲ
乞
テ
負
傷
者
ヲ
治
療
セ
リ

　
　
　
　
　

丹
羽
郡
・
葉
栗
郡
・
中
島
郡
・
海
東
郡
震
況

　

此
四
郡
ノ
震
動
ハ
西
春
日
井
郡
ニ
異
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
、
被
害

ノ
多
キ
ハ
中
島
郡
ヲ
以
テ
最
ト
ス
、
其
各
郡
死
傷
者
及
家
屋
倒
潰
等
ノ

甚
シ
キ
ハ
別
表
ニ
記
ス
ル
カ
如
ク
、
殊
ニ
丹
羽
郡
岩
倉
・
犬
山
・
小
折
、

葉
栗
郡
黒
田
・
北
方
、
中
島
郡
奥
田
・
起
・
一
宮
近
傍
、
海
東
郡
津
島

ノ
町
村
ハ
最
モ
惨
状
ヲ
極
メ
タ
リ
、
此
四
郡
ノ
罹
災
救
護
ヲ
要
ス
ル
モ

ノ
ハ
、
皆
全
郡
ニ
渉
リ
、
其
数
夥
多
ナ
ル
ニ
郡
村
吏
モ
皆
罹
災
者
ニ
シ

テ
、
僅
カ
ニ
一
身
ヲ
全
シ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
、
罹
災
貧
者
救
護
方
等

普
ク
及
ヒ
難
キ
ヲ
以
テ
、
県
官
ノ
助
力
ヲ
乞
ヒ
、
各
村
ニ
仮
小
屋
焚
出

所
等
ヲ
設
ケ
、
之
ヲ
救
護
シ
、
又
医
員
不
足
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
各
地
医
員

ノ
派
遣
ヲ
乞
ヒ
、
各
所
ニ
治
療
所
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
、
猶
負
傷
者
ノ
治
療

周
到
ナ
ラ
ス
、
今
回
侍
医
並
赤
十
字
社
医
員
ノ
出
張
ア
リ
、
初
メ
テ
治

療
ノ
普
及
ヲ
得
タ
リ

　
　
　
　
　

海
西
郡
震
況

　

本
郡
ノ
震
動
ハ
強
烈
ナ
リ
シ
モ
、
西
春
日
井
郡
等
ニ
比
ス
レ
ハ
稍
緩

ナ
ル
カ
如
シ
、
其
死
傷
及
家
屋
倒
潰
ハ
別
表
ノ
如
シ
、
爾
来
路
傍
庭
園

等
ニ
仮
小
屋
ヲ
設
ケ
テ
避
難
セ
シ
カ
、
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
震
数
減
シ
、

震
力
衰
フ
ル
ヲ
以
テ
稍
屋
内
ニ
入
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
、
未
タ
安
眠
ス
ル
ニ

至
ラ
ス
、
罹
災
貧
者
ノ
救
護
ハ
専
ラ
各
村
ニ
任
シ
、
負
傷
者
ハ
津
島
ニ

於
テ
治
療
ヲ
受
ケ
タ
リ
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四

　

こ
の
報
告
書
で
は
も
っ
と
も
被
害
が
深
刻
で
あ
っ
た
西
春
日
井
郡
と
比
較

し
つ
つ
、
各
郡
の
被
害
状
況
と
緊
急
対
策
が
記
述
さ
れ
、
こ
の
大
地
震
の
被

害
を
西
春
日
井
郡
の
下
小
田
井
村
に
代
表
さ
せ
て
い
る
。
村
の
東
を
流
れ
る

庄
内
川
の
堤
防
の
陥
没
、
液
状
化
に
よ
る
湧
水
の
噴
出
、
家
屋
の
倒
潰
、
火

災
の
発
生
、
救
護
所
な
ど
の
設
置
・
救
済
、
こ
う
し
た
簡
単
な
記
述
を
通
し

て
、
地
震
が
も
た
ら
し
た
「
奇
異
ナ
ル
変
化
」
や
「
醜
鼻
」
な
被
災
状
況
が

東
京
政
府
へ
伝
え
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
郡
単
位
で
の
被
害
の
総
括
は
、
愛
知
県
の
ほ
か
愛
知
県
警
察
部

な
ど
の
行
政
機
関
が
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
政
府
へ
提
出
さ
れ
、
ま
た
刊

行
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
報
告
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
各
郡
内

で
も
被
害
に
は
軽
重
は
当
然
あ
る
。
こ
の
報
告
書
で
も
っ
と
も
被
害
が
大
き

か
っ
た
西
春
日
井
郡
の
地
震
直
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
別
の
資
料
で
み
て
み

た
い
。

　

十
月
二
十
九
日
に
西
枇
杷
島
・
新
川
両
町
か
ら
一
宮
町
に
か
け
て
視
察
し

た
愛
知
憲
兵
隊
本
部
の
藤
原
憲
兵
曹
長
は
、
実
地
に
見
分
し
、
ま
た
警
察
署

に
問
い
合
わ
せ
た
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
復
命
し
て
い
る11

。

（
１
）	西
枇
杷
島
町
の
人
家
の
八
割
は
潰
れ
、
三
か
所
か
ら
出
火
し
た
が
、

焼
失
戸
数
は
不
明
で
あ
る
。

（
２
）	枇
杷
島
橋
は
中
央
で
折
れ
、
中
央
部
は
川
面
に
接
し
て
い
る
が
、
危

険
が
な
い
と
判
断
し
た
た
め
車
馬
の
通
行
を
許
可
し
て
い
る
。

（
３
）	庄
内
川
の
中
州
に
あ
る
西
春
日
井
郡
役
所
は
ほ
ぼ
潰
滅
し
た
が
、
庭

内
で
は
罹
災
民
の
救
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
４	

枇
杷
島
・
西
枇
杷
島
・
新
川
の
三
町
で
二
十
九
日
午
前
ま
で
に
警
察

が
確
認
し
た
死
者
は
七
九
人
、
行
方
不
明
者
二
八
人
で
あ
る
。

（
５
）	新
川
町
内
で
は
道
路
に
沿
っ
て
二
、
三
町
ほ
ど
地
割
れ
が
生
じ
、
市

街
の
損
害
は
西
枇
杷
島
町
以
上
で
あ
っ
た
。

（
６
）	清
洲
町
で
は
九
割
ほ
ど
の
家
屋
が
潰
れ
、
六
二
人
が
圧
死
し
た
。
こ

の
内
五
八
人
は
第
三
師
団
の
歩
兵
隊
が
掘
り
出
し
た
。
負
傷
者
は
現

在
調
査
中
で
あ
る
。

（
７
）	西
春
日
井
郡
下
津
村
で
は
地
割
れ
し
た
箇
所
か
ら
泥
水
が
噴
出
し
、

泥
水
で
田
畑
が
浸
水
し
た
。

（
８
）	一
宮
町
で
は
家
屋
倒
潰
は
清
洲
町
と
同
じ
で
、
圧
死
者
も
二
十
九
日

正
午
ま
で
に
愛
知
憲
兵
隊
本
部
一
宮
屯
所
で
は
一
二
二
人
を
確
認
し

た
が
、
負
傷
者
数
は
不
明
で
あ
る
。
監
獄
署
は
無
事
で
あ
る
。
死
者

の
検
視
は
一
宮
屯
所
が
警
察
署
長
と
協
議
し
て
、
町
を
南
北
に
二
分

し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
他
の
行
政
的
救

済
に
つ
い
て
も
一
宮
屯
所
で
は
関
係
官
吏
と
協
議
し
て
実
施
し
た
。

（
９
）	二
十
八
日
夜
に
愛
知
県
庁
は
医
員
一
人
、
医
学
官
四
、
五
人
を
一
宮

町
に
出
張
さ
せ
、
救
急
医
療
を
施
さ
せ
た
。

（
10
）	清
洲
町
・
一
宮
町
の
状
況
は
「
恰
も
戦
争
後
の
有
様
な
り
、
老
幼
婦

女
は
飢
に
泣
き
、
男
子
は
潰
屋
取
片
附
又
は
家
財
運
搬
に
奔
走
し
、

混
雑
名
状
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

（
11
）	中
島
郡
浅
井
村
の
接
骨
医
森
林
平
方
へ
治
療
を
求
め
て
き
た
者
は
、

二
十
八
日
だ
け
で
三
〇
〇
人
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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（
12
）	一
宮
警
察
署
の
調
べ
で
は
二
十
九
日
正
午
ま
で
に
管
内
の
死
者
は
五

〇
〇
人
に
上
っ
た
。

（
13
）	一
宮
屯
所
も
半
壊
し
た
の
で
道
路
に
机
を
出
し
て
事
務
を
執
っ
た
。

　

藤
原
曹
長
は
西
春
日
井
郡
の
西
枇
杷
島
か
ら
北
上
し
て
、
新
川
・
清
洲
、

そ
し
て
中
島
郡
一
宮
町
を
視
察
し
、
地
震
直
後
の
被
災
状
況
を
報
告
し
た
。

こ
う
し
た
視
察
報
告
と
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
に
お
け
る
調
査
史
料
を
付
き
合
わ

せ
て
、
被
害
の
実
態
を
正
確
に
再
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
地
震
は
土
地
の
亀
裂
、
隆
起
・
陥
没
、
堤
防
の
崩
壊
な
ど
土
地
形

状
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
と
く
に
こ
の
地
域
は
中
小
河
川
が
庄
内

川
や
直
接
伊
勢
湾
に
流
れ
込
む
低
地
で
、
河
川
や
用
水
が
入
り
組
ん
で
お
り
、

こ
う
し
た
河
川
・
用
水
と
堤
防
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う
重

要
な
課
題
が
あ
る
。
愛
知
県
内
に
お
け
る
堤
防
被
害
が
も
っ
と
も
顕
著
に
見

ら
れ
た
の
は
、
西
春
日
井
郡
の
庄
内
川
右
岸
堤
防
で
あ
り
、
下
小
田
井
村
の

堤
防
に
つ
い
て
は
、「
延
長
数
十
間
、
馬
踏
等
一
面
陥
落
崩
壊
シ
、
為
ニ
並

木
松
ヲ
傾
倒
セ
リ
、
其
深
キ
処
ハ
凡
ソ
一
丈
二
尺
ニ
及
ヘ
リ11

」
と
い
う
有
り

様
だ
っ
た
。
そ
の
被
害
の
状
況
は
地
震
後
に
刊
行
さ
れ
た
種
々
の
実
録
に
紹

介
さ
れ
、
写
真
や
挿
し
絵
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
濃
尾
地
震
の
被
害
を
象
徴

す
る
場
所
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　

濃
尾
地
震
の
被
害
状
況
を
町
村
の
レ
ベ
ル
で
微
視
的
に
復
元
す
る
と
い
う

課
題
の
ほ
か
に
、
地
震
直
後
、
地
震
直
後
の
数
日
、
十
日
後
、
百
日
後
、
一

年
後
、
三
年
後
の
被
災
地
の
様
相
を
再
現
し
、
そ
の
変
化
の
特
徴
を
検
討
し

て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
地
震
直
後
は
日
常
性
が
解
体
し
た
危

機
状
況
の
な
か
で
、
通
常
の
社
会
秩
序
の
特
質
や
人
間
・
集
団
の
性
質
が
露

呈
し
て
く
る
。

　

地
震
直
後
の
二
十
四
時
間
で
何
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
救
援
体
制
が
整

わ
な
い
な
か
で
の
緊
急
の
避
難
、
罹
災
者
相
互
に
よ
る
救
助
、
地
元
行
政
機

関
に
よ
る
救
助
・
手
当
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
こ
う
し
た
状
況
下

で
は
特
異
な
現
象
も
生
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
先
に
紹
介
し
た
藤
原
憲
兵

曹
長
の
復
命
書
に
よ
れ
ば
、
清
洲
町
で
は
地
割
れ
し
た
箇
所
か
ら
激
し
く
泥

水
が
噴
き
出
し
た
有
り
様
を
見
た
住
民
は
、「
一
時
は
世
の
滅つ
ぶ
れ失
す
る
な
ら

ん
こ
と
と
恐
を
為
し
、一い
へ
〳家〵
戸そ
と外
に
団
ま
る
く
な
り欒
念
仏
を
唱
」
え
た
と
い
う11

。
ま
た
、

愛
知
憲
兵
隊
本
部
の
東
京
へ
の
報
告
書
に
は
、
名
古
屋
市
内
で
の
次
の
よ
う

な
噂
が
記
述
さ
れ
て
い
た11

。

名
古
屋
市
内
の
如
き
種い
ろ
〳
〵々
の
風ふ
う
ふ
ん説
百い
ゝ
だ出
し
、
兎
角
人
心
恟を
ち
つ
か
す々
本
業
に

復
す
る
者
な
く
、
夜
の
如
き
ハ
人
民
申
合
せ
夜よ
ま
わ
り警
を
為
す
心
得
に
て
、

太
鼓
撃ひ
や
う
し
ぎ拆
鉦し
や
う
等
を
打
鳴
ら
し
、
甚
し
き
ハ
石
油
の
空
箱
を
引
廻
し
、

声
を
発
し
て
市
街
を
歩
み
廻
る
、
其
様
殆
と
児
こ
ど
も
あ
そ
び
戯
に
類
す
る
も
の
あ
り

　

人
心
の
不
安
か
ら
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
風
聞
、
流
言
飛
語
が
飛
び
か
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
風
聞
や
そ
れ
へ
の
反
応
を
丹
念
に
拾
い

上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う11

。

　

地
震
後
数
日
は
犠
牲
者
の
埋
葬
・
供
養
、
負
傷
者
の
た
め
の
臨
時
救
護
所

の
開
設
、
被
害
に
あ
っ
た
建
物
な
ど
の
取
り
片
付
け
、
炊
き
出
し
な
ど
が
各

地
で
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
十
日
と
い
う
時
間
は
、
渾
沌
と
し
た
異
常
な
空
間

か
ら
、
日
常
生
活
へ
と
復
帰
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
で
あ
る
か
も
し
れ
な
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六

い
。
た
と
え
ば
、
焚
出
所
は
一
週
間
か
ら
十
日
ほ
ど
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。

一
宮
町
で
は
地
震
当
日
の
十
月
二
十
八
日
に
開
設
さ
れ
た
焚
出
所
は
十
一
月

三
日
に
閉
鎖
さ
れ
た11

。
他
方
、
一
周
忌
に
は
各
地
で
供
養
の
儀
礼
や
記
念
祭

が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
間
的
経
過
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
の
地

域
に
お
け
る
被
災
か
ら
の
復
旧
の
過
程
と
そ
こ
で
生
じ
た
問
題
や
人
々
・
集

団
の
行
動
様
式
を
子
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

二　

災
害
救
済
と
社
会
的
公
正

　

通
常
の
生
活
が
崩
壊
し
た
非
常
事
態
の
な
か
で
、
流
通
シ
ス
テ
ム
の
安
定

化
は
最
大
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
と
く
に
「
奸
商
」
の
不
正
行
為
を

抑
止
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
行
政
機
関
は
、「
米
穀
材
木

其
他
日
常
必
需
の
物
品
を
し
て
高
価
な
ら
し
め
、
非
道
の
私
利
を
営
み
被
害

人
民
に
困
難
を
与
へ
ん
こ
と
」
を
制
止
す
る
た
め
に
諭
告
を
発
す
る
こ
と
が

あ
っ
た11

。
地
震
が
起
き
た
当
日
、
十
月
二
十
八
日
愛
知
県
知
事
岩
村
高
俊
は

次
の
よ
う
な
諭
達
を
発
し
た11

。

今
般
非
常
の
震
災
に
就
て
、
死
傷
人
は
勿
論
家
屋
の
倒
壊
名
状
す
へ
か

ら
ざ
る
の
惨
状
を
呈
し
、
誰
か
之
を
悲
歎
せ
ざ
る
も
の
な
か
ら
ん
、
故

に
相
互
に
之
が
救
護
を
為
す
べ
き
ハ
当
然
に
し
て
、
此
機
に
乗
し
食
料

木
材
等
需
用
品
物
品
を
蔵
匿
し
、
或
は
慢
り
に
価
格
を
騰
貴
す
る
抔
の

所
為
は
之
れ
な
き
義
な
れ
ど
も
、
万
一
心
得
違
ひ
の
輩
あ
り
て
は
一
層

罹
災
者
の
窮
苦
を
増
し
、
情
誼
に
悖
る
次
第
な
れ
ハ
、
当
該
営
業
者
は

厚
く
茲
に
注
意
致
す
へ
し
、
今
般
非
常
な
る
震
災
に
依
り
人
心
恟
々
の

折
柄
、
浮
説
百
出
多
く
人
心
を
迷
惑
せ
し
む
る
事
尠
な
か
ら
す
、
畢
竟

す
る
に
二
三
の
好
事
者
が
空
想
を
流
伝
す
る
に
過
す
、
抑
地
震
の
事
た

る
測
候
所
に
於
て
も
予
報
す
る
能
ハ
ざ
る
も
の
に
有
之
儀
に
付
、
右
の

浮
説
に
迷
は
す
、
各
自
安
堵
し
て
災
後
の
所
置
を
図
べ
し
、
右
諭
達
す

　

そ
し
て
こ
の
県
の
諭
達
を
受
け
て
、
警
察
部
は
管
内
の
警
察
署
長
や
警
部
・

巡
査
に
対
し
て
、「
米
穀
需
用
品
等
ノ
価
格
ヲ
増
シ
、
又
ハ
買
占
ヲ
ナ
シ
蓄

利
ヲ
貪
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
奸
商
ア
ル
ヲ
以
テ
厳
ニ
注
意
ヲ
加
フ
」
と
、
対
応
策

を
指
示
し
て
い
る11

。

　

罹
災
者
の
救
助
米
の
確
保
に
町
村
は
苦
慮
し
て
い
た
。
一
宮
町
で
は
交
通

が
遮
断
さ
れ
て
い
る
状
態
で
は
外
部
か
ら
の
買
い
入
れ
は
で
き
ず
、
ま
た
近

隣
で
の
購
入
は
格
別
の
高
値
が
付
く
こ
と
か
ら
、
中
島
郡
役
所
へ
至
急
一
〇

〇
石
ほ
ど
下
げ
渡
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
。
し
か
し
、
郡
役
所
に

お
い
て
も
買
い
入
れ
に
目
途
も
な
く
、
と
う
て
い
こ
の
要
請
に
応
え
ら
れ
る

状
況
で
は
な
か
っ
た11

。

　

新
聞
紙
上
で
も
「
奸
商
」
に
対
す
る
批
判
が
登
場
し
て
い
た
。『
新
愛
知
』

十
一
月
一
日
号
は
「
悪
む
べ
き
商
人
」
と
題
し
た
評
論
を
載
せ
た
。
他
人
の

慈
恵
に
頼
る
ほ
か
な
い
多
く
の
罹
災
者
を
前
に
し
て
、「
姦
計
」
を
こ
ら
し

て
「
奇
利
」
を
も
く
ろ
む
商
人
や
彼
ら
と
結
ん
で
「
巨
利
」
を
得
よ
う
と
す

る
農
民
へ
の
厳
し
い
非
難
は
、
天
皇
に
よ
る
恩
賜
金
の
下
賜
、「
仁
恤
」
と

対
比
し
な
が
ら
い
っ
そ
う
攻
撃
的
な
論
調
と
な
っ
て
い
た
。

　

愛
知
県
の
諭
達
に
も
あ
っ
た
が
、
材
木
の
払
底
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
名
古
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七

屋
市
内
の
材
木
店
で
は
「
売
約
済
み
」
と
い
う
貼
り
紙
を
貼
る
な
ど
し
た
売

り
惜
し
み
行
為
が
見
ら
れ
、
価
格
も
高
騰
し
て
い
た11

。
一
宮
町
で
は
帝
室
財

産
で
あ
る
御
料
林
材
木
の
払
い
下
げ
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
再
建
の
道
を

歩
み
始
め
た
が
、
二
五
〇
〇
戸
以
上
の
被
害
家
屋
が
出
た
た
め
、
さ
ら
に
千

本
ほ
ど
の
材
木
の
払
い
下
げ
を
宮
内
省
御
料
局
名
古
屋
支
庁
へ
要
請
し
て
い

た11

。

　

ま
た
海
東
郡
は
一
八
九
二
年
三
月
二
十
九
日
、
次
の
よ
う
な
諭
達
を
出
し

て
い
る11

。
郡
下
非
常
災
害
ニ
罹
リ
タ
ル
人
民
ヘ
御
料
材
御
払
下
ケ
之
儀
ハ
、
被
害

人
民
ノ
困
難
ヲ
憫
然
ニ
被
思
召
、
特
別
ノ
恩
恵
ニ
拠
リ
タ
ル
訳
ニ
シ
テ
、

御
払
下
ケ
ヲ
受
タ
ル
上
ハ
夫
々
屋
舎
建
造
等
ノ
用
ニ
供
シ
、
恩
恵
ヲ
永

ク
紀
念
致
ス
ヘ
キ
筈
ノ
処
、
輓
近
奸
商
輩
各
地
ニ
徘
徊
シ
、
其
木
材
下

渡
ノ
遅
延
ニ
依
リ
、
到
底
自
家
建
築
ノ
用
ニ
相
立
サ
ル
抔
ト
唱
ヘ
、
以

テ
彼
是
疑
惑
ヲ
生
セ
シ
メ
、
幾
分
ノ
利
益
ヲ
与
ヘ
テ
窃
カ
ニ
其
払
受
ノ

名
義
ヲ
買
収
セ
ン
ト
ス
ル
者
有
之
哉
ニ
相
聞
、
甚
不
都
合
ノ
次
第
ニ
候
、

依
テ
ハ
優
握
ナ
ル
聖
旨
ノ
在
ル
処
深
ク
服
膺
シ
、
彼
等
ノ
奸
計
ニ
陥
リ

心
得
違
無
之
様
可
相
心
得
、
此
旨
諭
達
ス

　
　
　

明
治
廿
五
年
三
月
廿
九
日　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
県
海
東
郡
長　

横
田
太
一
郎

　
『
新
愛
知
』
の
論
説
と
同
じ
く
、
天
皇
の
慈
恵
行
為
を
対
照
さ
せ
て
、「
奸

商
」
の
不
正
行
為
が
き
び
し
く
非
難
さ
れ
て
い
た
。「
奸
商
」
が
「
非
み
ち
な
ら
ぬ
道
の

私も
う
け利
を
営11

」
む
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
非
難
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
新
聞
紙
上
で
は
材
木

や
大
工
を
安
価
で
供
給
す
る
と
い
う
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
。
材
木
商
の
廉
価

販
売
広
告
の
一
例
を
『
新
愛
知
』
十
一
月
三
日
号
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

今
般
大
地
震
ニ
付
、
当
県
地
方
并
岐
阜
県
地
方
ハ
格
別
ニ
被
害
夥
シ
ク
、

家
屋
倉
庫
等
ニ
多
少
ノ
損
害
ヲ
及
ボ
サ
ザ
ル
ハ
ナ
ク
、
為
メ
ニ
新
築
修

繕
ニ
御
入
用
ノ
御
方
々
極
メ
テ
多
ク
、
此
際
木
材
類
ノ
価
格
ヲ
引
上
ゲ

候
者
多
ク
有
之
哉
ノ
巷
説
有
之
候
得
共
、
弊
店
ニ
於
テ
ハ
材
木
白
木
類

従
前
ヨ
リ
貯
蔵
持
合
セ
居
リ
候
ニ
付
テ
ハ
、
災
害
ニ
乗
シ
テ
毫
モ
私
利

ヲ
計
ル
事
ナ
ク
、
特
ニ
正
当
慈
善
ノ
旨
趣
ニ
依
リ
、
従
前
ヨ
リ
一
層
安

価
ヲ
主
ト
シ
販
売
仕
候
付
、
此
際
多
少
ニ
抅
ラ
ズ
御
用
材
御
買
上
ゲ
被

成
下
度
、
此
段
需
用
者
諸
君
ヘ
謹
デ
広
告
致
候
也

　
　
　

明
治
二
十
四
年
十
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　

名
古
屋
市
下
堀
川
町
材
木
商　

板
小　

服
部
小
十
郎

　
　
　
　
　
　
　

同
市
橘
町
二
丁
目　
　
　
　
　

服
部
材
木
店

　

こ
う
し
た
広
告
は
「
義
捐
の
心
組11

」
か
ら
原
価
で
の
販
売
を
強
調
す
る
も

の
だ
っ
た
が
、
広
告
の
背
後
で
住
居
な
ど
の
再
建
が
ど
の
よ
う
に
原
材
料
と

労
働
力
を
組
織
し
て
実
現
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
解
明
す
べ
き
重
要

な
課
題
の
一
つ
で
あ
る11

。

　

材
木
や
労
働
力
の
公
正
な
分
配
に
よ
っ
て
、
災
害
復
旧
は
取
り
組
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
復
旧
過
程
に
お
け
る
社
会
的
公
正
さ
の
担
保
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
米
な
ど
の
食
料
供
給
の
問
題
、「
奸
商
」
排
除
と
い
う

こ
と
以
外
に
、
家
屋
被
害
の
認
定
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
の
一
例
を
紹
介
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名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
史
学
）	

八

し
て
み
よ
う11

。

　
　
　
　
　
　

請
書

　
　
　

居
宅
大
破　
　

佐
藤
東
十
郎　
　

佐
藤
貞
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤　

安
蔵　
　

佐
藤
箕
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
名
略
）

　
　
　

居
宅
全
潰　
　

佐
藤
竹
次
郎　
　

佐
藤
利
八　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
儀
左
衛
門　

佐
藤
作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
名
略
）

　
　
　

全
倒　
　
　
　

佐
藤　

み
つ

　
　
　

居
宅
半
潰　
　

佐
藤
嘉
平
次　
　

佐
藤
茂
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
勘
三
郎　
　

佐
藤
竹
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
名
略
）

　
　
　

居
宅
半
倒　
　

佐
藤
孫
三
郎　
　

佐
藤
源
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤　

こ
う　
　

佐
藤
冨
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
名
略
）

前
書
震
災
被
害
取
調
表
之
儀
ハ
、
尤
モ
公
平
至
当
ノ
者
ト
相
認
申
候
処

実
正
也
、
然
ル
上
ハ
后
日
如
何
様
ノ
事
情
相
生
シ
候
ト
モ
、
該
取
調
ニ

対
シ
、
彼
是
苦
情
ヶ
間
敷
儀
一
切
申
間
敷
候
、
為
其
町
内
各
自
連
署
請

書
、
仍
テ
如
件

　
　
　

明
治
廿
五
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
東
十
郎
（
以
下
、
四
十
八
名
略
）

　

こ
れ
は
佐
屋
町
に
お
い
て
地
震
に
よ
る
家
屋
被
害
の
程
度
を
住
民
相
互
が

確
認
し
た
後
、
署
名
し
て
行
政
側
に
差
し
出
し
た
請
書
で
あ
る
。
居
宅
の
被

害
の
状
況
に
よ
っ
て
恩
賜
金
・
救
済
金
・
義
捐
金
の
金
額
に
差
が
付
け
ら
れ

た
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
配
分
に
関
す
る
疑
念
を
避
け
、
公
正
さ
を
相
互
に
認

め
あ
う
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
そ
う
し
た
分
配
金
の

配
分
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　

三　

救
済
金
・
義
捐
金
配
分
を
め
ぐ
る
問
題

　

地
震
直
後
か
ら
自
発
的
に
、
ま
た
は
新
聞
・
雑
誌
な
ど
に
よ
る
呼
び
か
け

に
応
じ
て
、
多
額
の
義
捐
金
が
集
め
ら
れ
た
。『
新
愛
知
』
一
八
九
一
年
十

月
三
十
一
日
号
に
は
、「
公
義
心
に
訴
ふ
」
と
題
す
る
論
説
が
掲
載
さ
れ
た
。

今
回
の
大
地
震
は
、
古
今
史
上
希
に
聞
く
所
、
蓋
し
近
古
以
来
、
我
地

方
未
曾
有
の
天
災
な
り
、
世
上
天
災
の
畏
る
べ
き
者
を
挙
ぐ
れ
ば
、
人

皆
曰
く
、
洪
水
な
り
、
海
嘯
な
り
、
悪
疫
な
り
、
火
災
な
り
と
、
然
と

も
海
嘯
は
暴
な
り
と
雖
と
も
、
其
被
る
所
海
浜
に
止
ま
り
、
洪
水
は
激

な
り
と
雖
と
も
、
其
及
ぶ
所
沿
岸
に
過
ぎ
ず
、
悪
疫
や
火
災
や
或
は
一

局
部
を
害
し
、
一
市
巷
を
禍
す
る
に
了
は
る
、
且
つ
夫
れ
是
等
天
災
は
、

其
将
さ
に
至
ら
ん
と
す
る
を
前
知
す
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ら
ず
、
其
既
に

来
る
や
、
之
を
防
ぎ
之
を
避
く
る
の
道
な
き
に
非
ら
ず
、
独
り
地
震
に

至
て
は
、
俄
頃
に
来
り
、
突
然
に
起
り
、
家
を
壊
り
、
人
を
殺
ろ（
マ
マ
）し
、

山
を
抜
き
、
地
を
裂
き
（
中
略
）
我
々
は
一
昨
々
日
以
来
、
各
地
震
災

の
状
況
を
記
し
た
れ
ば
、
読
者
は
既
に
其
被
害
の
頗
る
惨
烈
な
る
を
知
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九

ら
れ
た
る
あ
ら
ん
、
我
々
は
災
後
の
苦
語
を
列
ら
べ
て
、
不
平
を
天
に

訴
ふ
る
の
愚
を
な
さ
ず
、
宜
し
く
進
ん
で
之
に
処
す
る
の
道
を
講
ぜ
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
之
を
な
す
の
道
は
、
唯
国
民
た
る
の
公
義
心
に

訴
へ
、
以
て
富
者
、
貧
者
を
救
ひ
、
幸
者
、
不
幸
者
を
恤
む
の
義
務
を

実
行
す
る
の
外
な
き
な
り
、
専
制
治
下
を
去
る
猶
ほ
遠
か
ら
ざ
る
人
民

の
陋
弊
を
し
て
、
公
共
救
恤
事
業
の
如
き
は
、
動
も
す
れ
ば
独
り
官
府

の
任
ず
る
所
な
り
と
し
、
手
を
束
ね
て
之
を
傍
観
し
、
甚
し
き
に
至
て

は
他
の
勧
誘
を
受
く
る
も
、
尚
ほ
そ
の
私
財
を
投
す
る
を
吝
む
が
如
き
、

公
徳
を
忘
る
ゝ
の
徒
少
か
ら
ず
と
せ
ず
、
彼
の
利
己
一
徹
の
主
義
を
取

り
、
己
あ
り
て
人
あ
る
を
知
ら
ず
、
銭
あ
り
て
徳
あ
る
を
知
ら
ざ
る
の

徒
が
、
狡
獪
黠
猾
至
ら
ざ
る
な
く
、
他
人
の
窮
厄
に
乗
じ
て
、
奇
利
を

網
み
し
、
公
衆
の
災
害
を
奇
貨
と
し
て
、
私
計
を
企
て
ん
と
す
る
が
如

き
者
は
、
既
に
人
情
世
道
の
範
囲
に
脱
出
し
た
る
豺
狼
狐
鼠
の
部
類
と

し
て
、
我
々
は
復
た
之
を
責
め
ざ
る
べ
し

　

こ
れ
に
続
け
て
、
愛
知
県
知
事
の
諭
達
を
引
き
、「
占
利
的
狡
獪
商
略
を

取
り
、
不
義
の
利
を
貪
」
ら
ん
と
す
る
こ
と
を
強
く
非
難
し
た
。
そ
し
て
財

産
を
も
つ
中
流
以
上
の
者
は
「
社
会
当
然
の
公
義
」
を
果
た
す
べ
き
こ
と
を

主
張
し
た
。
こ
の
論
説
の
最
後
に
、「
狡
獪
卑
吝
の
徒
は
社
会
の
制
裁
力
に

訴
へ
て
、
飽
く
ま
で
之
を
排
除
せ
ざ
る
の
外
な
き
」
と
き
わ
め
て
強
い
調
子

で
、
反
社
会
的
行
為
を
論
難
し
た
の
で
あ
る
。
義
捐
金
は
ま
さ
に
こ
う
し
た

「
公
義
心
」
の
発
露
と
し
て
紙
上
で
主
張
さ
れ
、
広
範
な
人
々
に
呼
び
か
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

濃
尾
震
災
以
前
の
自
然
災
害
や
不
慮
の
事
故
に
際
し
て
、
黎
明
期
の
新
聞

各
社
が
紙
面
で
義
捐
金
の
募
集
を
呼
び
か
け
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
松
方
財
政
期
の
高
知
県
下
に
お
け
る
窮
民
救
済
、
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号

事
件
や
会
津
磐
梯
山
噴
火
、
一
八
九
〇
年
の
ト
ル
コ
軍
艦
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル

号
沈
没
事
故
に
お
い
て
、
義
捐
金
の
募
集
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
が
紹
介
さ

れ
て
い
る11

。

　
『
新
愛
知
』
を
発
刊
し
て
い
た
新
愛
知
社
が
「
震
災
被
害
者
救
恤
義
捐
金
」

募
集
の
広
告
を
紙
面
に
出
し
た
の
は
十
月
三
十
一
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
十

一
月
三
十
日
ま
で
、
一
人
当
た
り
十
銭
以
上
を
受
け
付
け
、
愛
知
県
庁
へ
送

り
、
そ
の
配
分
を
一
任
す
る
と
し
、
ま
た
寄
附
者
の
名
前
は
『
新
愛
知
』
紙

上
に
載
せ
る
と
し
た
。
そ
し
て
十
一
月
一
日
の
紙
上
か
ら
義
捐
金
を
寄
せ
た

人
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
は
じ
め
た
。
ま
た
こ
の
日
に
は
、
愛
知
仏
教
会
の
新

聞
『
能
仁
新
報
』
を
発
行
す
る
能
仁
新
報
社
は
、
僧
侶
へ
義
捐
金
を
呼
び
か

け
た
。『
能
仁
新
報
』
は
日
刊
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
寄
附
者
の
名
前
は
『
新

愛
知
』
に
載
せ
る
と
し
た
。
三
日
の
紙
面
に
は
、
二
日
正
午
ま
で
に
寄
せ
ら

れ
た
義
捐
金
額
と
寄
附
者
（
団
体
）
十
九
件
分
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　

義
捐
金
を
め
ぐ
っ
て
は
当
時
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
愛

知
県
警
察
部
で
は
管
内
の
署
員
に
対
し
て
、「
恩
賜
金
救
済
金
等
分
配
方
ニ

苦
情
喧
シ
キ
ヲ
以
テ
注
意
ヲ
与
フ
」、「
貧
民
カ
一
時
ニ
多
額
ノ
救
済
金
義
捐

金
ヲ
得
タ
ル
ニ
際
シ
、
飲
食
ヲ
侈
リ
或
ハ
賭
博
ヲ
誘
導
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ノ
聞

ヘ
ア
ル
ヲ
以
テ
厳
ニ
取
締
ヲ
ナ
サ
シ
ム
」
と
い
う
指
示
を
与
え
て
い
た11

。
後

者
は
救
済
金
・
義
捐
金
を
生
活
の
再
建
に
使
用
せ
ず
、
飲
食
や
賭
博
に
よ
っ
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十

て
一
時
的
に
浪
費
す
る
こ
と
へ
監
視
の

目
を
注
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

公
的
な
恤
救
金
（
救
済
金
）
と
義
捐

金
が
被
害
住
民
に
分
配
さ
れ
た
と
き
、

ど
の
よ
う
に
公
正
さ
は
担
保
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
中
島
郡
一
宮
町
の
「
罹

災
救
済
金
配
当
証
明
書
」
に
見
て
み
よ

う11

。
一
宮
町
へ
渡
さ
れ
た
四
回
の
配
当

救
済
金
・
義
捐
金
の
合
計
は
、
一
万
一

〇
円
九
六
銭
四
厘
で
あ
っ
た
。
そ
の
内

訳
は
【
表
】
の
通
り
で
あ
る
。

　

救
済
金
と
義
捐
金
を
ど
の
よ
う
に
分

配
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
中
島
郡
は
各

町
村
長
と
議
員
が
協
議
を
し
て
決
定
す

る
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
（
一
八
九

一
年
十
二
月
二
日
中
島
郡
第
一
五
一
号

達
）。
一
宮
町
で
は
、
町
へ
の
配
分
金
を

町
人
口
で
割
っ
た
金
額
を
一
個
分
と
し
、

全
壊
家
屋
・
死
亡
者
へ
五
個
分
、
半
壊

家
屋
・
重
傷
者
へ
二
個
分
、
破
損
家
屋
・

軽
傷
者
は
一
個
分
を
分
配
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
救
済
金
・
義
捐
金
と
も
こ
の
個
数
に
し
た
が
っ
て
分
配
さ
れ
た
の

で
あ
る11

。【
表
】
に
示
し
た
救
済
金
に
つ
い
て
言
え
ば
、
三
八
〇
六
円
一
銭

八
厘
を
人
口
一
万
一
一
二
三
人
で
割
り
、
三
四
銭
二
厘
二
毛
三
七
と
い
う
一

個
あ
た
り
の
金
額
が
出
る
。
全
壊
家
屋
・
死
亡
者
は
こ
れ
を
五
倍
し
た
金
額

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た11

。

　

義
捐
金
の
う
ち
一
般
へ
の
分
と
貧
困
者
指
定
の
分
と
を
互
い
に
流
用
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た11

。
義
捐
金
の
内
貧
困
者
を
指
定
し
た
分
に
つ
い
て

は
、「
備
荒
儲
蓄
金
ヨ
リ
救
助
ヲ
受
ケ
タ
ル
貧
民
ヘ
、
其
家
族
人
員
ニ
応
シ

分
配
ス
ル
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
救
済
金
・
義
捐
金
の
配
分
法

は
町
村
長
と
議
員
と
の
協
議
で
決
定
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
実
際
に

は
「
富
者
ニ
厚
ク
貧
者
ニ
薄
キ
配
与
ヲ
為
セ
シ
町
村
」
も
あ
り
、
救
済
・
義

捐
の
主
意
に
反
し
て
い
る
と
、
海
西
郡
役
所
は
管
下
に
通
達
す
る
こ
と
も

あ
っ
た11

。
同
じ
よ
う
な
通
達
は
西
春
日
井
郡
か
ら
も
出
さ
れ
て
い
た11

。
そ
の

通
達
は
配
分
法
に
貧
富
に
よ
る
格
差
が
あ
っ
た
時
に
は
「
多
数
貧
民
ノ
苦
情

ヲ
醸
ス
」
こ
と
が
あ
っ
て
は
不
都
合
だ
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
通
達
が
出

さ
れ
た
の
は
、
実
際
に
町
村
長
と
議
員
の
協
議
に
不
公
正
さ
が
見
ら
れ
た
か

ら
だ
ろ
う
。
海
東
郡
で
は
救
済
金
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
、
各
村
で
紛
議
が
生

じ
、
村
民
が
村
長
へ
談
判
に
押
し
か
け
、
ま
た
警
察
が
乗
り
だ
し
、
あ
る
い

は
議
員
の
改
選
と
い
う
状
況
も
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う11

。

　
「
義
捐
」
と
い
う
人
々
の
善
意
は
け
っ
し
て
不
公
正
さ
に
よ
っ
て
損
な
っ

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
実
は
義
捐
金
を
め
ぐ
る
一
つ
の
事
件
が
他

県
で
は
あ
る
が
、
濃
尾
震
災
の
直
前
に
起
き
て
い
た
。
一
八
八
九
年
八
月
十

救　済　金
義　　　　捐　　　　金

合　　計
一般義捐金 貧困指定義捐金 計

第１回 2,672 円 28 銭 6 厘 1,719 円 31 銭 4 厘 1,062 円 10 銭 2,781 円 41 銭 4 厘 5,453 円 70 銭
第２回 1,085 円 60 銭 1,750 円 50 銭 430 円 60 銭 2,181 円 10 銭 3,266 円 70 銭
第１回・
第２回
追加

6円 92 銭 8 円 43 銭 ─ 8円 43 銭 15 円 35 銭

第３回 41 円 21 銭 2 厘 1,159 円 51 銭 8 厘 74 円 48 銭 4 厘 1,234 円 2 厘 1,275 円 21 銭 4 厘
合計 3,806 円 1 銭 8 厘 6,204 円 94 銭 6 厘 ─ 6,204 円 94 銭 6 厘 10,010 円 96 銭 4 厘
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一
八
九
一
年
濃
尾
地
震
と
地
域
社
会
の
動
向　

─
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
と
対
応
に
つ
い
て
─（
羽
賀
）	

十
一

九
日
か
ら
翌
二
十
日
に
か
け
て
、
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
下
を
大
洪
水
が
襲
い
、

か
つ
て
な
い
被
害
を
出
し
た
。
こ
の
救
済
の
た
め
大
阪
市
の
山
中
利
右
衛
門

ら
の
商
人
は
、
大
阪
・
京
都
・
兵
庫
な
ど
九
三
九
名
か
ら
七
〇
五
円
の
義
捐

金
を
集
め
、
西
牟
婁
郡
長
に
差
し
出
し
た
。
し
か
し
郡
長
は
罹
災
者
全
体
へ

分
配
せ
ず
、
田
辺
町
長
へ
下
付
し
た
。
こ
の
郡
長
の
行
為
は
「
不
正
」
で
あ

る
と
し
て
、
郡
民
の
一
部
は
和
歌
山
県
に
そ
の
こ
と
を
訴
え
た
の
で
あ
る11

。

先
に
紹
介
し
た
中
島
郡
一
宮
町
の
援
助
金
・
義
捐
金
の
配
分
で
は
、
一
宮
町

は
配
分
調
査
の
結
果
を
中
島
郡
を
通
じ
て
愛
知
県
に
上
申
し
、
さ
ら
に
そ
の

内
容
は
会
計
検
査
院
の
審
査
に
廻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た11

。
公
正
な
分

配
は
公
的
に
保
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
義
捐
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
災
害
や
不
慮
の
事
件
の

犠
牲
者
・
被
害
者
へ
の
集
団
・
個
人
か
ら
の
支
援
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、

も
う
一
つ
別
の
使
わ
れ
方
が
当
時
存
在
し
て
い
た
。
明
治
政
府
が
一
八
七
二

年
に
導
入
し
た
徴
兵
制
と
「
義
捐
」
が
関
係
し
て
い
た
。
愛
知
県
愛
知
郡
の

徴
兵
慰
労
会
の
第
一
回
報
告11

は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
資

料
で
あ
る
。

　

愛
知
郡
徴
兵
慰
労
会
は
徴
兵
さ
れ
た
兵
士
が
三
年
の
現
役
勤
務
を
終
え
て

帰
郷
し
た
と
き
、「
慰
労
金
」
を
給
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
八
八

六
年
九
月
七
日
に
結
成
さ
れ
た
。
規
約
第
一
条
に
は
、「
本
会
ハ
愛
国
篤
志

者
ノ
義
捐
金
ヲ
積
ミ
、
現
役
兵
満
期
ノ
者
ヘ
金
円
ヲ
贈
与
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
」

と
、
満
期
帰
郷
兵
に
慰
労
金
を
与
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
義
捐
金
に

は
三
種
類
が
あ
り
、
郡
内
人
民
か
ら
の
も
の
、
入
営
し
な
か
っ
た
徴
兵
適
齢

者
か
ら
の
も
の
、
そ
し
て
特
別
有
志
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
入
営
し
た
現

役
兵
は
「
国
民
男
子
の
義
務
」
を
果
た
し
た
者
だ
が
、
入
営
し
な
か
っ
た
男

子
を
ふ
く
め
て
「
義
捐
金
」
が
地
域
社
会
か
ら
集
め
ら
れ
、
一
人
当
た
り
五

円
ず
つ
支
給
さ
れ
た
の
で
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
入
営
者
が
戦
死
し
た
場
合
、

あ
る
い
は
負
傷
・
流
行
病
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
義
捐
金
に
よ
っ

て
墓
碑
も
し
く
は
記
念
碑
の
建
立
、
葬
儀
費
用
に
充
て
る
こ
と
も
規
定
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
徴
兵
と
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
の
義
捐
金
支
給
が
い
つ
ま

で
続
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
戦
争
・
自
然
災
害
・

不
慮
の
事
故
に
共
通
す
る
「
義
捐
」
と
い
う
社
会
的
行
為
は
さ
ら
に
検
討
さ

れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

む
す
び
に

　

濃
尾
地
震
を
考
察
す
る
上
で
、
本
稿
で
は
具
体
的
な
被
害
状
況
の
検
討
、

災
害
救
済
を
め
ぐ
る
社
会
的
公
正
、
義
捐
金
を
め
ぐ
る
問
題
の
一
端
を
町
村

に
即
し
て
考
え
て
き
た
。
最
後
に
今
後
検
討
す
べ
き
い
く
つ
か
の
課
題
を
あ

げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

第
一
に
、
被
害
者
救
済
や
復
旧
に
お
い
て
、
行
政
機
関
が
い
か
な
る
機
能

を
果
た
し
、
あ
る
い
は
果
た
し
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
と

り
わ
け
震
災
地
域
が
広
域
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
地

震
の
翌
日
に
は
、
高
木
西
春
日
井
郡
長
は
す
ぐ
に
管
内
の
町
村
長
を
召
集
し
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十
二

て
、
罹
災
者
救
助
を
指
示
し
、
ま
た
警
察
署
や
第
三
師
団
、
愛
知
病
院
と
連

絡
を
取
り
、
救
護
体
制
を
整
え
た11

。
中
島
郡
で
は
地
震
後
三
週
間
た
っ
て
、

郡
内
の
国
道
・
県
道
に
架
か
る
橋
梁
、
地
方
税
支
弁
の
対
象
の
樋
管
、
寺
院

堂
庵
に
つ
い
て
、
被
害
調
査
を
実
施
す
る
よ
う
に
管
内
町
村
に
命
じ
て
い

る11

。
ま
た
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
な
の
が
警
察
・
軍
隊
・
憲
兵
と
い
う
治
安

機
関
の
役
割
で
あ
る
。
本
論
で
は
名
古
屋
の
憲
兵
隊
員
の
地
震
直
後
の
視
察

報
告
を
紹
介
し
た
が
、
災
害
報
告
や
新
聞
記
事
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
軍
隊

の
復
旧
活
動
へ
の
動
員
に
つ
い
て
も
、
軍
事
史
料
を
利
用
し
な
が
ら
検
討
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
は
、
地
震
後
の
罹
災
住
民
に
対
す
る
救
助
の
問
題
で
あ
る
。
本
論

で
も
触
れ
た
義
捐
金
募
集
・
配
分
や
負
傷
者
へ
の
治
療
に
つ
い
て
は
い
く
つ

か
の
研
究
が
あ
る
。
他
方
で
、
地
震
直
後
の
炊
出
所
の
設
置
や
そ
の
担
当
者
、

ま
た
備
荒
儲
蓄
法
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
る
食
料
・
小
屋
掛
料
の
給
与
な
ど

に
つ
い
て
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
郡
役
所
の
果

た
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
地
震
か
ら
二
週
間
ほ
ど
た
っ
た
十

一
月
十
四
日
、
一
宮
町
で
は
中
島
郡
役
所
の
通
達
を
受
け
て
、
小
屋
掛
料
と

し
て
筵
・
縄
・
木
竹
・
板
の
代
金
六
〇
円
一
二
銭
、
ま
た
を
翌
十
五
日
に
は

炊
き
出
し
費
用
（
十
月
二
十
八
日
か
ら
一
週
間
分
の
玄
米
・
薪
・
味
噌
・
野

菜
の
代
金
と
人
件
費
）
九
九
七
円
六
一
銭
余
を
請
求
し
た11

。
し
か
し
、
小
屋

掛
料
の
給
与
に
つ
い
て
は
、「
小
屋
掛
ノ
必
用
ヲ
感
セ
サ
ル
モ
ノ
」
か
ら
の

給
与
願
も
あ
り
、「
受
給
者
ノ
間
ニ
於
テ
モ
為
ニ
一
種
ノ
物
議
ヲ
生
」
ず
る

懸
念
も
行
政
当
局
に
は
あ
っ
た11

。
備
荒
儲
蓄
法
の
運
用
、
町
村
に
お
け
る
食

料
・
小
屋
掛
料
の
支
給
、
そ
れ
に
よ
る
実
際
の
救
助
の
状
況
、
現
場
で
生
じ

た
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
町
村
所
在
の
史
料
の
発
掘
を
ふ
く
め
追
究
す
べ
き

課
題
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
復
旧
の
過
程
で
提
起
さ
れ
た
地
租
・
地
方
税
減
免
を
め
ぐ
る
問

題
が
あ
る
。
西
春
日
井
郡
内
の
各
町
村
は
、
地
震
勃
発
後
四
十
日
ほ
ど
経
っ

た
十
二
月
十
日
、
大
蔵
省
へ
地
租
免
除
の
請
願
を
お
こ
な
っ
た
が
、
翌
年
一

月
二
十
三
日
大
蔵
省
は
こ
れ
を
却
下
し
た11

。
大
蔵
省
は
当
時
、
租
税
特
別
処

分
法
案
を
議
会
に
提
出
し
、
緊
急
事
態
を
理
由
と
し
て
す
み
や
か
な
議
決
を

迫
っ
て
い
た
が
、
議
会
は
解
散
と
な
っ
た
た
め
法
案
は
棚
上
げ
と
な
っ
た
。

西
春
日
井
郡
で
は
現
行
法
律
の
ま
ま
徴
収
す
る
た
め
、
各
町
村
に
準
備
を
命

じ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
西
春
日
井
郡
寺
野
村
は
さ
ら
に
一
八
九
一
年
か
ら
一

八
九
五
年
ま
で
の
五
年
間
の
地
租
延
納
を
願
い
出
た11

。
一
八
九
六
年
か
ら
延

納
金
に
二
・
五
％
の
利
子
を
付
け
て
三
〇
ヶ
年
賦
で
返
納
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
た
。
田
は
震
動
に
よ
っ
て
凹
凸
が
で
き
、
耕
地
を
平
に
す
る
作
業
が
な

け
れ
ば
、
今
後
の
収
穫
は
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
家
屋
再

建
に
二
万
八
千
円
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
な
ど
、
村
の
復
旧
の
た
め

に
は
総
額
四
万
四
千
円
ほ
ど
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
、
主
要
な
理
由
で
あ
っ

た
。

　

罹
災
者
の
一
八
九
一
年
分
の
地
租
は
三
年
間
の
延
納
が
認
め
ら
れ
、
一
八

九
四
年
六
月
に
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
一
八
九
二
年
法
律
第
一

号
）。
し
か
し
、
住
居
の
再
建
に
費
用
が
か
か
り
、
ま
た
地
盤
が
陥
落
す
る

な
ど
、
田
畑
の
復
旧
に
も
時
日
を
要
す
る
と
し
て
、
中
島
郡
の
各
町
村
か
ら
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十
三

は
再
延
納
の
請
願
が
大
蔵
省
と
帝
国
議
会
に
対
し
て
な
さ
れ
、
一
八
九
四
年

か
ら
一
九
一
三
年
ま
で
二
〇
ヵ
年
賦
で
延
納
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
こ

の
請
願
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
地
租
徴
税
令
書
を
納
税
者
へ
通
知
し
な
い

町
村
長
も
い
た
。
五
月
九
日
、
中
島
郡
で
は
町
村
長
の
行
政
官
と
し
て
の
義

務
に
背
く
と
、
そ
の
行
為
へ
警
告
を
発
し
て
い
た11

。

　

こ
の
ほ
か
濃
尾
地
震
の
復
興
、
日
常
生
活
の
再
建
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る

べ
き
問
題
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
家
屋
の
全
半
壊
の
甚
大
さ
を
前
に
し
て
、

こ
う
し
た
家
屋
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
再
建

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
に
必
要
な
資
金
・
資
材
は
い
か
に
調
達
さ
れ
た
の

か
。
ま
た
、
地
震
に
よ
る
人
々
の
不
安
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ

た
の
か
。
経
験
の
な
い
い
ち
じ
る
し
い
災
害
に
対
し
て
動
揺
し
、
傷
つ
い
た

人
々
の
精
神
が
ど
の
よ
う
に
救
済
・
慰
撫
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
史

料
的
に
は
捕
ま
え
る
こ
と
が
難
し
い
課
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
災
害
で
の
復
興

を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
保
険
制
度
は
、
パ
ウ
ル
・
マ
イ
エ
ッ
ト
が
濃
尾
地

震
に
触
発
さ
れ
て
『
災
害
救
済
論
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
提
案
も

あ
ら
わ
れ
た11

が
、
こ
う
し
た
社
会
保
障
の
問
題
が
こ
の
後
ど
の
よ
う
に
整
備

さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
も
あ
る
。
一
二
〇
年
前
に
こ
の
地

域
を
突
然
襲
っ
た
大
災
害
の
被
害
と
復
旧
の
過
程
を
子
細
に
再
構
成
す
る
こ

と
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
が
、
地
理
的
な
特
徴
を
も
つ
尾
張
北
部
・
西
部
地

域
を
対
象
に
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。　

　
〔
付
論
一
〕
震
災
紀
念
堂
百
二
十
回
忌
法
要
に
つ
い
て

　

二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
八
日
、
岐
阜
市
若
宮
町
の
震
災
紀
念
堂
に
お
い
て

百
二
十
回
忌
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
た
（【
写
真
１
】）。
十
月
二
十
八
日
は
濃

尾
地
震
が
起
き
た
日
に
あ
た
る
。
当
日
こ
の
法
要
に
参
列
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
そ
の
模
様
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

震
災
紀
念
堂
に
つ
い
て
は
別
稿
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る11

が
、
浄
土
真
宗

僧
侶
で
、
第
一
回
衆
議
院
議
員
撰
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
に
還
俗
し
た
天
野

若
円
（
一
八
五
一
〜
一
九
〇
九
）
が
主
唱
し
て
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

地
震
犠
牲
者
を
供
養
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
天
野
は
反
キ
リ
ス
ト
教
団

体
で
あ
る
愛
国
協
会
を
組
織
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
愛
国
協
会
は
明
治
十
年

代
後
半
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
地
方
へ
の
普
及
、
濃
尾
地
震
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
団
体
の
救
済
活
動
に
対
し
て
、
仏
教
側
が
対
抗
す
る
た
め
に
組
織
し

た
団
体
だ
っ
た
。

　

こ
の
震
災
紀
念
堂
で
は
一
九
四
〇
年
に
五
十
年
忌
、
一
九
九
〇
年
に
百
年

忌
の
法
要
が
営
ま
れ
て
い
た
。
現
在
、
震
災
紀
念
堂
の
脇
に
は
、「
紀
念
堂

五
十
年
頌
徳
碑
」（
一
九
四
一
年
建
立
）、「
紀
念
堂
百
年
頌
徳
碑
」（
一
九
九

一
年
建
立
）
と
刻
ま
れ
た
二
基
の
記
念
標
柱
が
立
っ
て
い
る
。
後
者
の
標
柱

の
碑
陰
に
は
、「
開
基　

天
野
若
圓　

平
成
三
年
十
月
建
之　

天
野
真
徹
他

有
志
一
同
」
と
い
う
文
字
が
見
え
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
に
は
紀
念
堂
は

国
登
録
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

こ
の
震
災
紀
念
堂
で
は
月
命
日
に
あ
た
る
二
十
八
日
に
は
、
現
在
で
も
法
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十
四

要
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
紀
念
堂
を
管
理
し
て
い
る
天
野
の
ひ
孫
に
あ
た

る
西
村
道
代
氏
が
法
要
を
続
け
る
努
力
を
さ
れ
、
ま
た
現
在
で
は
地
元
の
若

宮
町
二
丁
目
自
治
会
が
こ
れ
に
協
力
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
月
命
日
の

法
要
に
は
地
震
の
犠
牲
者
の
子
孫
が
参
列
し
て
い
る11

。

　

こ
の
日
の
法
要
は
十
時
過
ぎ
に
、
飛
騨
市
神
岡
町
大
国
寺
住
職
の
杉
坂
徹

英
師
に
よ
る
読
経
で
始
ま
っ
た
。
法
要
へ
の
参
加
者
は
一
〇
〇
名
あ
ま
り
で

あ
っ
た11

。
三
十
分
ほ
ど
の
読
経
の
後
、
岐
阜
市
博
物
館
学
芸
員
・
筧
真
理
子

氏
に
よ
る
「
濃
尾
震
災
と
天
野
若
円
」、
岐
阜
高
等
工
業
専
門
学
校
名
誉
教

授
・
水
野
耕
嗣
氏
に
よ
る
「
震
災
紀
念
堂
に
つ
い
て

―
そ
の
建
築
的
価
値

―
」
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
た
。
筧
氏
は
天
野
は
浄
土
真
宗
の
僧
籍
に

あ
っ
た
が
、
紀
念
堂
は
宗
派
に
関
係
な
く
県
内
で
犠
牲
と
な
っ
た
死
者
す
べ

て
を
供
養
す
る
施
設
で
、
死
者
を
記
し
た
台
帳
に
は
約
四
四
〇
〇
人
あ
ま
り

の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
紀
念
堂
の
歴
史
と
特
徴
を
紹
介
し
た
。

ま
た
、
水
野
氏
は
紀
念
堂
の
建
築
上
の
特
色
、
と
く
に
本
堂
や
欄
間
の
唐
獅

子
牡
丹
・
雲
中
天
女
の
彫
り
物
は
浄
土
真
宗
の
本
堂
様
式
を
模
し
て
い
る
こ

と
、
関
東
大
震
災
の
犠
牲
者
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
震
災
慰
霊
堂
（
一
九
三

〇
年
創
建
、
現
在
は
東
京
都
慰
霊
堂
と
し
て
東
京
大
空
襲
の
身
元
不
明
者
の

遺
骨
も
納
め
、
慰
霊
も
お
こ
な
う
）
の
設
計
を
手
が
け
た
伊
東
忠
太
は
震
災

紀
念
堂
を
見
学
し
て
お
り
、
彼
の
設
計
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
な
ど
、
興
味
深
い
解
説
を
お
こ
な
っ
た
。

　

現
在
、
震
災
紀
念
堂
が
所
蔵
す
る
史
料
は
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
十
数
点
が
本
堂
に
展
示
さ
れ
、
ま
た
壁
に
は
十
四

枚
の
震
災
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
展
示
さ
れ
て
い
た
史
料
は
、「
答
辞

案
」（
天
野
若
円
、
一
八
九
三
年
十
月
）、「
紀
念
堂
之
図
」（
一
八
九
三
年
八

月
刊
）、『
震
災
死
亡
人
台
帳
』、『
紀
念
堂
維
持
法
』（
愛
国
協
会
本
部
、
一

九
〇
六
年
七
月
）、『
特
別
会
員
簿　

第
四
号
』、『
濃
尾
震
災
五
十
年
忌
懇
志

帳
』（
一
九
四
〇
年
）、『
濃
尾
震
災
六
十
年
忌
懇
志
帳
』（
一
九
五
〇
年
）、

『
濃
尾
震
災
七
十
年
忌
懇
志
帳
』（
一
九
六
〇
年
）
な
ど
震
災
関
係
と
、
天
野

若
円
の
代
議
士
時
代
の
遺
品
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、『
震
災
死
亡
人
台

帳
』
で
あ
ろ
う
。
死
亡
者
の
姓
名
、
続
柄
、
生
年
、
住
所
を
記
し
た
厚
い
簿

冊
で
あ
る
。「
答
辞
案
」
は
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
十
月
二
十
八
日

の
紀
念
堂
開
堂
式
の
際
に
、
天
野
が
愛
国
協
会
幹
事
長
と
し
て
挨
拶
し
た
と

き
の
答
辞
草
案
で
あ
る
。
紀
念
堂
の
建
立
に
つ
い
て
は
「
紀
念
堂
之
図
」
が

興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
開
堂
式
は
十
月
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
八

月
に
建
設
予
想
図
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
寄
附
金
を
集
め
る
た
め
に
出

版
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
紀
念
堂
の
維
持
に
つ
い
て
は
、『
紀
念
堂
維

持
法
』、『
特
別
会
員
簿　

第
四
号
』
に
よ
っ
て
明
治
期
の
様
相
が
わ
か
る
。

五
十
年
、
六
十
年
、
七
十
年
の
区
切
り
と
な
る
年
忌
法
要
に
つ
い
て
も
上
記

の
史
料
で
、
戦
中
か
ら
戦
後
の
変
化
を
含
め
て
考
察
で
き
る
。
岐
阜
市
歴
史

博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
震
災
紀
念
堂
所
蔵
史
料
の
調
査
を
今
後
お
こ

な
っ
て
、
紀
念
堂
に
関
す
る
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

今
回
の
法
要
に
お
い
て
、
震
災
紀
念
堂
の
内
部
を
初
め
て
み
る
こ
と
が
で

き
た
（【
写
真
２
】）。
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
脇
に
三
柱
の
位
牌
が
安
置
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十
五

さ
れ
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
か
ら
、「
震
災
死
亡
者
之
霛
」、「
戦
役
戦
災
死

亡
者
靈
位
」、「
愛
国
協
会
死
亡
者
靈
」
で
あ
る
。「
震
災
死
亡
者
之
霛
」
は

紀
念
堂
所
蔵
の
『
震
災
死
亡
人
台
帳
』
に
記
載
の
あ
る
死
者
す
べ
て
の
霊
を

祀
る
位
牌
で
あ
ろ
う
。
後
の
二
つ
の
位
牌
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
安

置
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、
震
災
紀
念
堂
の
境
内
の
二
基
の
記
念
標
柱
は
五
十
年
忌
、
百
年
忌

に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
付
論
二
で
紹
介
す
る
濃
尾
震
災
記
念
碑

の
な
か
に
も
、
百
年
忌
を
機
に
建
立
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
一
九
四
一
年
の

五
十
年
忌
、
一
九
九
一
年
の
百
年
忌
に
被
災
地
で
ど
の
よ
う
な
記
念
行
事
、

追
悼
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
恒
常
的
な
追
悼
行
事
が
他
の
場
所

で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

　
〔
付
論
二
〕　

濃
尾
震
災
記
念
碑
（
補
遺
）

　

筆
者
は
先
の
論
文
で
岐
阜
・
愛
知
両
県
下
の
犠
牲
者
の
た
め
の
供
養
塔
や

震
災
記
念
碑
に
つ
い
て
、
事
例
を
紹
介
し
た
。
最
近
の
調
査
で
得
る
こ
と
が

で
き
た
い
く
つ
か
の
記
念
碑
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
【
資
料
１
】
と
【
資
料
２
】
は
本
論
で
取
り
あ
げ
た
、
も
っ
と
も
深
刻
な

被
災
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
旧
中
島
郡
の
村
に
建
立
さ
れ
た
記
念
碑
で
あ
る
。

ま
た
【
資
料
３
】
〜
【
資
料
６
】
は
濃
尾
地
震
の
震
源
地
で
あ
り
、
土
地
が

六
尺
余
も
隆
起
し
た
断
層
が
あ
る
本
巣
市
根
尾
（
旧
本
巣
郡
根
尾
村
）
の
四

基
の
記
念
碑
で
あ
る
。

【
資
料
１
】【
写
真
３
】「
震
災
紀
念
碑
」　

稲
沢
市
西
島
町
恵
日
寺
境
内

H
188

×W
128

　
（
正
面
）

于
茲
明
治　

二
十
四
載　

晩
秋
十
月　

二
十
八
日

午
前
六
時　

天
地
震
動　

瞬
時
之
間　

家
倒
人
斃

惨
状
言
絶　

尾
濃
両
国　

倒
家
幾
万　

死
者
無
数

当
邨
即
死　

男
女
十
一　

嗚
呼
々
　々

桑
滄
前
度

三
実
現
前　

　
　
　
　
　
　

お
そ
ろ
し
き
な
ゐ
に
残
り
し
人
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
主　

明
治
廿
五
年
二
月
日

　

こ
の
記
念
碑
は
稲
沢
市
西
部
に
あ
る
西
島
町
の
恵
日
寺
境
内
に
あ
る
。
境

内
の
西
に
は
薬
師
堂
が
あ
り
、
そ
の
左
側
の
藪
地
の
前
に
立
っ
て
い
る
。
日

常
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
態
に
あ
る
。
碑
文
に
は
瞬
時
に

村
を
襲
っ
た
地
震
へ
の
恐
怖
と
犠
牲
者
へ
の
追
悼
の
意
思
が
現
れ
て
い
る
。

　

裏
面
に
は
地
震
犠
牲
者
一
一
名
と
発
起
人
山
田
重
兵
衛
ほ
か
一
四
名
、
取

締
人
浅
井
壽
太
郎
ほ
か
三
名
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
西
島
村
は
人
口
一

五
一
三
人
、
戸
数
三
〇
七
戸
で
、
中
島
郡
内
で
は
中
規
模
の
村
落
で
あ
る
。

地
震
の
被
害
は
、
死
者
一
二
人
、
負
傷
者
二
六
人
、
全
壊
住
居
一
六
〇
戸
、

半
壊
一
二
八
戸
で
あ
っ
た11

。
記
念
碑
に
即
死
者
一
一
人
と
あ
る
が
、
愛
知
県

警
察
部
の
報
告
書
と
は
違
い
が
あ
る
。



166

名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
史
学
）	

十
六

【
資
料
２
】【
写
真
４
】「
震
災
紀
念
碑
」　

一
宮
市
萩
原
町
宝
光
寺
境
内

H
182

×W
69

　
（
正
面
）

震
災
紀
念
碑

　
（
裏
面
）　

明
治
廿
四
年
陰
九
月
廿
六
日
激
震　
　

中
嶋
郡
萩
原
町
宝
光
寺
現
住

　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
三
十
六
年
十
月
廿
八
日
建
設

　
　
　
　
　

発
起
者　

中
僧
都
稲
本
大
真
、
補
助
永
田
環

　
　
　
　
　

斡
旋
者　

同
寺
大
師
講　

木
全
伊
左
衛
門
（
他
十
名
―
略
）

　
　
　
　
　

賛
成
員　

岩
田
吉
兵
衛
（
他
三
十
四
名
―
略
）

　
　
　
　
　

特
別
員　

伊
藤
松
次
郎
（
他
七
名
―
略
）

　

こ
の
記
念
碑
は
具
体
的
な
地
震
の
被
害
や
復
旧
に
つ
い
て
刻
ま
れ
て
い
な

い
。
一
八
九
一
年
の
地
震
か
ら
十
三
年
忌
に
あ
た
る
一
九
〇
三
年
に
建
立
さ

れ
て
お
り
、
供
養
の
儀
式
が
こ
の
寺
で
執
行
さ
れ
、
そ
れ
を
機
に
建
立
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
萩
原
村
は
人
口
三
八
九
四
人
、
戸
数
七
八
〇
戸
の
村
で
、

死
者
六
二
人
・
負
傷
者
八
一
人
の
死
傷
者
を
出
し
、
ま
た
家
屋
へ
の
被
害
は

全
壊
住
居
五
六
九
戸
、
半
壊
住
居
八
八
戸
で
全
壊
率
七
二
．
九
％
に
も
及
ん

だ11

。
宝
光
寺
境
内
の
同
じ
区
画
に
は
「
森
倉
蔵
先
生
之
碑
」（
大
正
二
年
十

月
二
十
七
日
建
立
、
萩
原
尋
常
高
等
小
学
校
同
窓
会
建
立
）、「
木
全
節
太
郎

先
生
之
碑
」（
明
治
二
十
九
年
四
月
建
立
）、「
当
山
第
十
七
世
勲
八
等
功
七

級
法
印
丹
羽
真
空
之
碑
」（
大
正
三
年
三
月
建
立
）
と
い
う
三
基
の
記
念
碑

が
立
つ
。

【
資
料
３
】【
写
真
５
】「
震
災
横
死
者
之
碑
」　

本
巣
市
根
尾
市
場　

地
蔵
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敷
地
内　
　
（
碑
柱
部
分
）H

182

×W
30

　
（
正
面
）　

震
災
横
死
者
之
碑

　
（
裏
面
）

　
　

明
治
三
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
尾
村
有
志
者
建
之

　
（
左
面
）

天
變
地
異
之
最
多
災
害
者
地
震
也
矣
、
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日

我
邦
有
地
震
、
岐
阜
県
殊
強
震
、
愛
知
福
井
次
之
、
美
濃
根
尾
谷
以
為

震
動
根
源
之
地
、
山
岳
崩
壊
、
河
川
之
決
潰
、
地
盤
之
亀
裂
、
田
面
之

陥
落
、
不
逞
屈
指
人
畜
死
傷
、
其
数
夥
多
令
観
者
眼
流
悲
涙
、
令
聴
者

雷
生
寒
粟
、
悲
惨
之
状
古
来
無
可
比
焉
、
震
災
後
経
数
月
、
予
蒙
山
命

巡
回
各
村
、
封
罹
災
者
而
恵
於
抜
苦
與
楽
之
法
楽
、
封
窮
迫
者
而
傳
於

衣
服
飲
食
之
資
料
、
其
間
履
凹
凸
之
險
路
、
渡
涵
濁
之
水
渚
、
訪
顚
倒

之
家
屋
、
慰
死
傷
之
悲
惨
、
追
想
当
時
、
則
今
猶
悚
然
、
豈
可
忘
往
事

平
哉
、
今
茲
有
志
者
諸
君
將
爲
震
災
横
死
者
建
設
墓
碑
、
誰
有
不
随
喜
、

賛
成
此
美
挙
者
、
頃
日
以
北
野
源
雄
君
紹
介
、
請
碑
陰
言
於
予
、
予
雖

不
敏
所
以
不
敢
辞
者
、
蓋
由
有
法
縁
之
深
與
情
交
之
厚
也
、
明
治
丁
酉

九
月
椰
陰
道
人
小
泉
了
諦
撰
弁
書
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一
八
九
一
年
濃
尾
地
震
と
地
域
社
会
の
動
向　

─
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
と
対
応
に
つ
い
て
─（
羽
賀
）	

十
七

　
「
横
死
」
と
は
、
天
命
を
全
う
で
き
ず
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
、
非
命

の
死
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
念
碑
の
右
側
面
に
は
、
苔
で
判
読
し
づ
ら
い

所
も
あ
る
が
、
一
四
五
人
の｢

横
死
者｣

の
法
名
が
刻
ま
れ
て
い
る11

。
そ
し

て
台
座
の
正
面
に
は｢
有
志
者｣

と
い
う
文
字
、
左
右
両
面
に
は
北
野
源
雄
・

村
瀬
清
直
ら｢

有
志
者｣
十
八
名
の
名
前
を
刻
む
。
撰
文
お
よ
び
書
を
書
い

た
小
泉
了
諦
は
福
井
県
今
立
郡
舟
津
村
（
現
鯖
江
市
本
町
）
の
浄
土
真
宗
法

林
寺
の
住
職
で
、
美
濃
布
教
を
積
極
的
に
展
開
し
た
人
物
で
あ
り
、
根
尾
谷

に
は
小
泉
に
関
連
す
る
記
念
碑
や
遺
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

根
尾
村
は
濃
尾
地
震
の
震
源
地
で
あ
る
。
村
内
で
は
水
鳥
地
区
で
断
層
が

六
尺
余
も
隆
起
し
、
ま
た
根
尾
谷
の
両
側
の
山
は
あ
ち
こ
ち
で
山
崩
れ
を
起

こ
し
た
。
こ
の
記
念
碑
は
地
蔵
堂
の
敷
地
内
に
建
っ
て
い
る
（【
写
真
６
】）。

そ
し
て
地
蔵
堂
の
内
部
に
は
、「
戦
病
死
者
霊
位
」
と
墨
書
さ
れ
た
位
牌
、

日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
の｢

忠
死
者｣

を
祀
る
位
牌
な
ど
五
柱
の
位
牌
と
並

ん
で
、
震
災
横
死
者
を
祀
る
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
地
蔵
堂
で
の
供
養

の
行
事
は
濃
尾
地
震
の
犠
牲
者
も
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
震
災
横
死
者
之
碑
」
の
建
立
に
つ
い
て
は
、
た
い
へ
ん
注
目
す
べ
き
事

実
が
あ
る
。
こ
の
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
た
の
は
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年

で
あ
る
が
、
同
じ
年
に
日
清
戦
争
記
念
碑
も
根
尾
村
に
建
立
さ
れ
た
。『
根

尾
村
史
』
は
年
月
日
を
欠
い
て
い
る
が
、
旧
村
内
の
記
録
か
ら
二
つ
の
記
念

碑
建
立
に
関
す
る
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
　

震
災
征
清
記
念
碑
建
築
有
志
募
集
主
意
書

夫
レ
轟
然
一
動
天
柱
折
レ
地
維
缺
ケ
、
俄
然
ト
シ
テ
地
盤
亀
裂
シ
、
山

嶽
崩
潰
シ
、
家
屋
顚
倒
シ
テ
、
同
胞
悲
惨
ノ
死
ヲ
致
シ
タ
ル
ハ
、
之
レ

明
治
二
十
四
年
ノ
大
地
震
ナ
リ
、
砲
声
天
地
ニ
轟
キ
、
血
雨
山
海
ニ
漲

リ
、
以
テ
清
国
ノ
放
漫
ヲ
挫
キ
、
皇
国
ノ
光
輝
ヲ
宇
内
万
国
ニ
発
揚
シ

テ
、
幾
千
ノ
兄
弟
名
誉
ノ
死
ヲ
遂
ゲ
タ
ル
ハ
、
之
レ
明
治
二
十
七
八
年

ノ
大
戦
役
ナ
リ
、
嗚
呼
彼
レ
ト
云
ヒ
是
ト
云
ヒ
、
其
当
時
ヲ
回
顧
追
想

ス
ル
ハ
悲
悽
惨
憺
ニ
哀
悼
ノ
情
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
、
今
ヤ
指
ヲ
屈
ス
ル

ハ
光
陰
矢
ノ
如
ク
、
本
年
ハ
早
ヤ
コ
レ
震
災
ノ
七
年
忌
、
征
清
ノ
三
年

忌
ニ
当
レ
リ
、
幸
ヒ
コ
ノ
忌
辰
ニ
際
ス
ル
ヲ
機
ト
シ
、
好
良
ノ
地
ニ
二

基
ノ
紀
念
碑
ヲ
建
設
シ
、
一
ハ
震
災
ノ
惨
状
及
当
地
方
横
死
者
法
諱
ヲ

記
シ
、
一
ハ
戦
争
ノ
状
況
并
ニ
当
地
方
出
身
ノ
忠
死
者
従
軍
者
ノ
姓
名

ヲ
刻
ミ
、
以
テ
永
ク
死
者
ノ
霊
魂
ヲ
弔
慰
ス
ル
ト
共
ニ
、
後
世
子
孫
ヲ

シ
テ
追
悼
ノ
情
忠
烈
ノ
心
ヲ
喚
起
セ
ン
ト
欲
ス
、
愛
国
護
法
ノ
諸
君
、

予
輩
微
衷
ノ
ア
ル
処
ヲ
諒
察
シ
玉
ヒ
、
応
分
ノ
義
捐
ヲ
ア
ラ
ン
事
ヲ
謹

テ
乞
フ

　

濃
尾
地
震
と
日
清
戦
争
は
い
ず
れ
も
村
民
に
と
っ
て
悲
惨
な
事
態
で
あ

り
、
死
者
へ
の
哀
悼
の
意
思
を
示
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
一
八
九
七
年
は
濃

尾
地
震
の
七
年
忌
、
日
清
戦
争
の
三
年
忌
に
あ
た
っ
て
お
り
、
地
震
と
戦
争

に
よ
る
死
者
の
名
前
を
記
念
碑
に
刻
み
、「
弔
慰
」、「
追
悼
」
の
意
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
基
の
記
念
碑
建
立
の
た
め
の
義

捐
金
を
勧
誘
し
た
の
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
同
時
期
に
大
地
震
に
襲
わ
れ
、
つ
づ
い
て
戦
争
へ
の
協
力
を
求
め
ら
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れ
た
根
尾
村
の
住
民
は
、
そ
の
犠
牲
者
・
協
力
者
へ
の
追
悼
と
顕
彰
を
後
世

に
残
す
た
め
に
そ
の
事
績
を
記
念
碑
に
刻
も
う
と
し
た
。
災
害
や
戦
争
は
あ

る
意
味
で
は
村
民
を
襲
っ
た
厄
災
で
あ
っ
た
。
こ
の
厄
災
か
ら
生
じ
た
犠
牲
・

貢
献
に
対
し
て
住
民
の
意
思
が
、
災
害
と
戦
争
を
と
も
に
記
憶
す
る
記
念
碑

の
建
立
と
い
う
形
で
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
村
は
地
震
と
戦
争
と
い
う
厄

災
を
ほ
ぼ
同
時
に
被
っ
た
「
罹
災
協
同
体
」
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
自
然
災
害
と
戦
争
、
あ
る
い
は
ま
た
流
行
病
と
い
う
明
治
後
半
期
に

多
大
な
犠
牲
者
を
出
し
、
集
中
的
に
日
本
近
代
の
地
域
社
会
を
襲
っ
た
事
態

に
対
し
て
、「
罹
災
共
同
体
」
と
し
て
の
反
応
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

別
稿
で
問
題
提
起
し
た
こ
と
が
あ
る11

。
岐
阜
県
下
に
お
け
る
震
源
地
周
辺
地

域
の
濃
尾
地
震
と
日
清
戦
争
の
受
け
止
め
方
を
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

【
資
料
４
】【
写
真
７
】「
天
然
紀
念
物
根
尾
谷
断
層
」
標
柱　

本
巣
市
水
鳥

　
（
正
面
）

天
然
紀
念
物
根
尾
谷
断
層

　
（
右
側
面
）　

史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
ニ
依
リ

昭
和
二
年
六
月
内
務
大
臣
指
定

　
（
左
側
面
）　

昭
和
三
年
四
月
建
設

　

旧
根
尾
村
の
水
鳥
地
区
で
は
断
層
が
大
規
模
に
隆
起
し
た
こ
と
で
、
世
界

的
に
有
名
な
地
震
遺
跡
と
な
っ
た
。
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
は
一
九

一
九
（
大
正
八
）
年
四
月
十
日
に
公
布
さ
れ
が
、
こ
の
保
存
法
に
基
づ
い
て
、

根
尾
谷
断
層
は
一
九
二
七
年
六
月
十
四
日
に
内
務
大
臣
に
よ
り
指
定
を
受
け

た
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
調
査
報
告
書
に
あ
る11

。

明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
、
美
濃
尾
張
ヲ
中
心
ト
シ
テ
起
リ
タ
ル

大
地
震
ハ
、
本
邦
ノ
史
乗
ニ
於
テ
モ
甚
稀
レ
ニ
見
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
、

其
ノ
人
畜
家
屋
等
ニ
及
ボ
シ
タ
ル
損
害
甚
大
ナ
リ
シ
ト
共
ニ
、
学
術
界

ノ
参
考
ト
ナ
リ
タ
ル
所
甚
多
シ
、
此
ノ
地
震
ハ
本
邦
ニ
於
テ
屢
々
見
ル

所
ノ
断
層
地
震
ニ
シ
テ
、
而
モ
其
ノ
断
層
ハ
明
カ
ニ
地
表
ニ
露
ハ
レ
、

断
層
地
震
ノ
最
モ
好
キ
実
例
ヲ
示
セ
リ
、
此
ノ
地
表
ニ
露
ハ
レ
タ
ル
断

層
ハ
頗
ル
稀
有
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
内
外
ノ
地
質
学
ニ
関
ス
ル
参
考
書

及
教
科
書
ニ
ハ
、
其
ノ
写
真
ヲ
掲
載
ス
ル
モ
ノ
頗
ル
多
キ
ニ
至
レ
リ
、

然
ル
ニ
今
ヤ
此
断
層
地
ハ
漸
次
石
垣
ニ
改
築
セ
ラ
レ
、
断
層
ノ
状
態
ヲ

明
カ
ニ
認
ム
ル
コ
ト
能
サ
ル
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
ル
ニ
因
リ
、
是
レ
其
ノ
一

部
ヲ
区
画
シ
テ
之
ヲ
保
存
ス
ル
ノ
殊
ニ
切
要
ナ
ル
ヲ
認
ム

【
資
料
５
】【
写
真
８
】「
金
原
明
善
翁
頌
徳
碑
」　

本
巣
市
樽
見
淡
墨
公
園

　
（
正
面
）　

金
原
明
善
翁
頌
徳
碑

　
（
裏
面
）

明
治
二
十
四
年
十
月
濃
尾
地
大
震
根
尾
谷
最
甚
、
山
岳
崩
壊
河
水
氾
濫
、
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一
八
九
一
年
濃
尾
地
震
と
地
域
社
会
の
動
向　

─
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
と
対
応
に
つ
い
て
─（
羽
賀
）	

十
九

而
田
圃
廃
潰
人
畜
死
傷
無
算
、
郷
民
深
恐
災
禍
、
議
之
金
原
明
善
翁
、

翁
長
治
水
之
術
、
三
十
年
七
月
親
踏
其
地
、
有
所
企
画
、
進
言
于
松
方

首
相
、
政
府
乃
出
国
帑
、
疎
通
三
大
河
修
築
堤
防
、
砂
防
之
工
植
樹
之

業
亦
皆
竣
功
焉
、
今
也
根
尾
谷
一
帯
之
地
欝
乎
大
深
林
、
洵
為
偉
観
、

本
巣
林
友
会
主
唱
勒
翁
功
績
于
石
、
永
頌
其
徳
云

　
　
　
　

昭
和
三
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
三
位
勲
二
等　
　

井
上
孝
哉
撰

　

根
尾
に
は
一
五
〇
〇
年
余
の
樹
齢
を
も
つ
薄
墨
桜
が
あ
る
。
薄
墨
公
園
に

こ
の
「
金
原
明
善
翁
頌
徳
碑
」
が
あ
る
。
金
原
は
天
竜
川
治
水
に
功
績
が
あ
っ

た
治
水
家
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
濃
尾
震
災
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
岐

阜
県
は
一
九
九
七
年
に
二
十
か
年
事
業
と
し
て
、
濃
尾
地
震
や
一
八
九
五
、

一
八
九
六
年
の
大
水
害
で
荒
廃
し
た
山
林
の
改
良
・
植
樹
に
乗
り
出
し
た
。

金
原
は
湯
本
義
憲
岐
阜
県
知
事
に
顧
問
と
し
て
招
か
れ
、
揖
斐
川
上
流
域
や

根
尾
谷
な
ど
を
調
査
し
、
山
林
改
良
計
画
の
立
案
や
植
林
指
導
に
当
た
っ
た
。

記
念
碑
文
中
に
「
三
十
年
七
月
親
踏
其
地
」
と
あ
る
の
は
こ
の
時
の
こ
と
で

あ
る11

。

【
資
料
６
】【
写
真
９
】　
「
濃
尾
震
災
横
死
者
の
碑
」　

本
巣
市
水
鳥　

地
震

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

断
層
観
察
館
横

　
（
正
面
）

　
　
　
　

濃
尾
震
災
横
死
者
の
碑　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
藤
阡
二
書

　
（
裏
面
）

　
　
　
　

震
災
横
死
者
名

　
　

平
野　

梶
原
惣
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
（
他
一
四
四
名
の
名
前
―
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
三
年
十
月
建
之

　

こ
の
記
念
碑
は
水
鳥
地
区
の
地
震
断
層
観
察
館
の
駐
車
場
内
に
立
っ
て
い

る
。
地
震
断
層
観
察
館
【
写
真
10
】
は
水
鳥
地
区
の
断
層
の
上
に
、
土
地
を

掘
り
下
げ
て
断
層
の
断
面
を
展
示
す
る
施
設
と
し
て
、
一
九
九
二
年
三
月
開

館
し
た
（
開
館
当
時
は
地
震
観
察
館
と
い
う
）。
こ
の
記
念
碑
は
一
九
九
一

（
平
成
三
）
年
の
地
震
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
。
記
念
碑
の
裏

面
に
は
根
尾
村
で
犠
牲
と
な
っ
た
一
四
五
名
の
姓
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

註1	

村
松
郁
栄
・
松
田
時
彦
・
岡
田
篤
正
『
濃
尾
地
震
と
根
尾
谷
断
層
』
古
今
書
院
、
二
〇

〇
二
年
、
ⅲ
頁
。
な
お
、
村
松
に
は
一
般
向
け
の
啓
蒙
書
で
あ
る
『
濃
尾
震
災
』（
古
今

書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
も
あ
る
。

2		

菊
池
義
昭
「
濃
尾
震
災
で
の
救
済
と
岡
山
孤
児
院
の
運
営
体
制
」（『
キ
リ
ス
ト
教
社
会

問
題
研
究
』
四
八
号
、
一
九
九
九
年
）、
中
西
良
雄
「
石
井
十
次
と
震
災
孤
児
院
」（
同

志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
石
井
十
次
の
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
九
年
）。

3	

中
西
良
雄
に
よ
る
一
連
の
研
究
。「
濃
尾
震
災
に
お
け
る
岐
阜
県
の
罹
災
者
救
済
策
」『
社

会
福
祉
研
究
』
第
一
一
巻
、
二
〇
〇
九
年
、「
濃
尾
震
災
救
援
活
動
と
社
会
事
業
（
Ⅰ
）
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名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
史
学
）	

二
十

―
愛
岐
震
災
自
助
会
の
設
立
―
」『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
社
会
福
祉
学
科
編
）』

第
五
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、「
震
災
実
業
救
済
会
の
成
立
過
程
」
―
濃
尾
震
災
救
援
活
動

と
社
会
事
業
（
Ⅱ
）
―
」
同
上
第
五
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、「
好
善
社
と
濃
尾
震
災
救
援

活
動
」
同
上
第
五
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、「
震
地
伝
道
隊
と
濃
尾
震
災
救
援
活
動
」
同
上

第
五
六
号
、
二
〇
〇
七
年
。

4	

飯
塚
一
幸
「
濃
尾
震
災
後
の
災
害
土
木
費
国
庫
補
助
問
題
」『
日
本
史
研
究
』
四
一
二
、

一
九
九
六
年
、
重
松
正
史
「
初
期
議
会
期
に
お
け
る
地
方
政
治
状
況
―
濃
尾
震
災
前
後

の
岐
阜
県
政
―
『
歴
史
学
研
究
』
五
七
七
、
一
九
八
八
年
。

5	

中
央
防
災
会
議
・
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会
編
『
一
八
九
一
濃
尾
震

災
報
告
書
』
二
〇
〇
六
年
。
報
告
書
全
文
は
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
る
。

http://w
w
w
.bousai.go.jp/jishin/chubou/kyoukun/rep/1891--noubiJISH

IN
/

index.htm
l

6	

中
部
大
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
『
ア
リ
ー
ナ
』
第
九
号
、
二
〇
一
〇
年
。

7	

加
藤
庸
一
『
大
地
震
之
実
況
』
東
雲
堂
、
一
八
九
一
年
、
三
七
頁
。

8	

飯
田
汲
事
『
明
治
二
十
四
年	(

一
八
九
一
年)

十
月
二
十
八
日
濃
尾
地
震
の
震
害
と
震
度

分
布
』
愛
知
県
防
災
会
議
地
震
部
会
、
一
九
七
九
年
、
一
四
四
〜
一
四
六
頁
。

9	

溝
口
常
俊
『
日
本
近
世
・
近
代
の
畑
作
地
域
史
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

二
年
、
三
五
三
〜
三
八
一
頁
。

10	

羽
賀
祥
二
「
一
八
九
一
年
濃
尾
震
災
と
死
者
追
悼
―
供
養
塔
・
記
念
碑
・
紀
念
堂
の
建

立
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
一
三
四
、
一
九
九
九
年
。

11	

『
震
災
景
況
概
略
』（『
公
文
雑
築
』
明
治
二
十
四
年
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

12	

木
沢
成
粛
・
山
羽
義
彦
編
『
明
治
震
災
輯
録
』
金
池
堂
、
一
八
九
一
年
、
三
二
〜
三
六

頁
。

13	

『
愛
知
県
史
』
愛
知
県
、
一
九
一
四
年
、
五
九
頁
。

14	

前
掲
『
明
治
震
災
輯
録
』
三
四
頁
。

15	

同
右
書
、
三
七
頁
。

16	

名
古
屋
市
内
で
は
、「
好
弁
者
」
が
「
空
想
を
画
き
浮
説
を
唱
道
」
す
る
動
き
に
対
し
て
、

住
民
を
慰
撫
す
る
諭
告
を
発
せ
ら
れ
た
。
ま
た
岐
阜
市
内
で
も
多
く
の
流
言
飛
語
が
飛

び
か
っ
て
い
た
が
、
警
察
官
が
流
言
を
流
す
者
を
教
諭
し
、
噂
に
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と

を
記
し
た
貼
り
紙
を
各
所
に
貼
り
だ
し
た
（
同
右
書
、
一
五
、
四
三
頁
）。

17	

『
新
修
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
四
、
一
宮
市
、
一
九
八
三
年
、
三
〇
九
頁
。

18	

湯
沢
誠
之
助
編
「
明
治
大
地
震
見
聞
録
」
前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』
二
七
三
頁
。

19	

『
新
川
町
史
』
資
料
編
２
、
清
須
市
、
二
〇
〇
七
年
、
四
一
五
頁
、
前
掲
『
明
治
震
災
輯

録
』
四
六
頁
。

20	

愛
知
県
警
察
部
編
・
発
行
『
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
震
災
記
録
』
一
八
九
二
年
、

七
〜
八
頁
。

21	

前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
四
、
二
九
〇
頁
。

22	

前
掲
『
愛
知
県
史
』
六
七
頁
。

23	

一
八
九
二
年
三
月
十
八
日
御
料
局
名
古
屋
支
所
長
宛
願
書
（
前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』

資
料
編
補
遺
四
、
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
）、
前
掲
『
明
治
地
震
輯
録
』
一
三
九
、
一
四
四
、

一
五
二
〜
一
五
三
頁
。

24	

『
佐
織
町
史
』
資
料
編
二
、
佐
織
町
、
一
九
八
七
年
、
六
三
三
頁
。

25	

前
掲
『
明
治
震
災
輯
録
』
四
三
頁
。

26	

名
古
屋
市
南
呉
服
町
の
瓦
屋
・
川
善
商
店
の
広
告
文
（『
新
愛
知
』
十
一
月
五
日
号
）。

27	

大
工
や
日
雇
い
労
働
者
を
斡
旋
す
る
新
聞
広
告
は
『
新
愛
知
』
十
一
月
一
日
号
に
は
じ

め
て
掲
載
さ
れ
た
。
名
古
屋
市
住
吉
町
の
一
柳
周
旋
所
の
広
告
で
あ
る
。
一
柳
周
旋
所

以
外
の
周
旋
所
の
広
告
は
こ
の
後
も
た
び
た
び
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

28	

『
佐
屋
町
史
』
史
料
編
四
、
佐
屋
町
、
一
九
八
八
年
、
九
八
頁
。

29	

北
原
糸
子
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
と
義
捐
金
問
題
」（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
第
七
号
、

一
九
九
八
年
）、
同
『
磐
梯
山
噴
火
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、
安
岡
憲
彦
「
松

方
財
政
期
の
貧
困
状
況
に
お
け
る
救
貧
活
動
に
つ
い
て
―
高
知
県
の
『
窮
民
賑
恤
義
捐

金
募
集
』
を
具
体
例
に
―
」（『
純
心
福
祉
文
化
研
究
』
五
、
二
〇
〇
七
年
）、
三
沢
伸
生

「
一
八
九
〇
年
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
朝
に
対
す
る
日
本
の
義
捐
金
募
集
活
動
―
『
エ
ル

ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
』
の
義
捐
金
と
日
本
社
会
―
」（『
東
洋
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
四

〇
―
一
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
一
八
九
〇
〜
九
二
年
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
朝
に
対
す
る

日
本
の
義
捐
金
処
理
活
動
―
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
『
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
事
件
』
の

終
結
―
」（
同
上
紀
要
四
一
―
一
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

30	

前
掲
『
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
震
災
記
録
』
八
頁
。
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一
八
九
一
年
濃
尾
地
震
と
地
域
社
会
の
動
向　

─
尾
張
北
部
・
西
部
地
域
の
被
害
と
対
応
に
つ
い
て
─（
羽
賀
）	

二
一

31	
前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
四
、
三
一
二
〜
三
二
〇
頁
。

32	
前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
四
、
三
二
二
〜
三
二
三
頁
。

33	
海
東
郡
西
ノ
森
村
で
は
、
全
壊
家
屋
六
個
、
半
壊
及
び
大
破
家
屋
五
個
、
死
亡
者
五
個
、

負
傷
者
一
個
と
い
う
配
分
規
準
と
な
っ
て
お
り
、
各
町
村
で
規
準
は
異
な
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
一
個
は
救
済
金
額
を
総
戸
数
で
割
っ
た
額
に
相
当
す
る
（『
蟹
江
町
史
』

蟹
江
町
、
一
九
七
三
年
、
七
四
八
〜
七
四
九
頁
）。
ま
た
、
西
春
日
井
郡
寺
野
村
で
は
、

全
焼
五
個
、
全
潰
二
個
、
半
潰
一
個
、
破
損
は
四
分
の
一
個
、
死
亡
者
一
個
、
負
傷
者

二
分
の
一
個
で
、
火
災
で
全
焼
し
た
家
屋
へ
の
援
助
が
手
厚
い
（
前
掲
『
新
川
町
史
』

資
料
編
２
、
四
一
六
頁
）。

34	

前
掲
『
佐
屋
町
史
』
史
料
編
四
、
九
九
頁
。

35	

同
右
頁
。

36	

前
掲
『
新
川
町
史
』
資
料
編
２
、
四
一
四
〜
四
一
五
頁
。

37	

『
新
愛
知
』
一
八
九
二
年
六
月
五
日
付
。

38	

田
中
菊
松
編
・
発
行
『
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
水
害
義
捐
金
事
件
顛
末
取
調
濫
費
理
由
書
』

一
八
九
一
年
。

39	

前
掲
『
新
修
一
宮
市
史
』
資
料
編
補
遺
四
、
三
二
二
〜
三
二
五
頁
。

40	

村
木
鶴
次
郎
編
『
愛
知
県
愛
知
郡
徴
兵
慰
労
会
報
告　

第
一
回
』（
二
版
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Abstract

 

Movements in Local Areas Struck by the 1891 Nobi Earthquake:  

Damage in Northern and Western Owari and Reactions for Recovery

Shoji HAGA

 A gigantic earthquake on October 28, 1891, the Nobi Earthquake, seriously damaged areas 

in Aichi and Gifu prefectures. This article outlines damage caused by the earthquake and 

discusses approaches to recovery in western Aichi Prefecture, which was the most seriously 

damaged area. By analyzing archival documents, this article shows details of damage and 

social problems caused by the earthquake, including the efforts of merchants to gain unfair 

profits amid food and timber shortages, issues of disposed timber and evaluations of damage to 

houses, and the process for distributing donated money to victims. This article concludes how 

social fairness was secured in the state of emergency that followed the earthquake.

 Research on diverse aspects of the Nobi Earthquake has grown in recent years. However, 

many issues remain to be discussed, such as the roles of local administrative bodies and law 

enforcement agencies, rescue and medical treatment immediately following the earthquake, 

disputes over tax reductions or exemptions, and the reconstruction of everyday life. A description 

of the ceremony for the 120th anniversary of the Nobi Earthquake and the geographical 

distribution of commemoration monuments are included here.


